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武

島

良

成

【
要
約
】
　
日
本
は
、
バ
・
モ
オ
政
府
の
中
央
銀
行
と
し
て
ビ
ル
マ
国
立
銀
行
を
発
足
さ
せ
（
一
九
四
四
年
～
月
）
、
…
年
功
を
メ
ド
に
ビ
ル
マ
国
立
銀
行

券
を
発
行
さ
せ
る
こ
と
に
し
た
。
新
券
の
発
行
時
に
は
、
南
発
券
（
軍
票
）
の
発
行
を
や
め
、
軍
費
・
進
出
企
業
の
運
営
費
も
国
立
銀
行
券
で
賄
う
予
定

だ
っ
た
。
だ
が
、
軍
費
が
嵩
ん
だ
こ
と
も
あ
り
、
一
九
四
四
年
六
月
に
は
予
定
が
変
え
ら
れ
、
南
発
券
の
発
行
を
続
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、

バ
・
モ
オ
政
府
は
、
「
通
貨
自
主
権
」
と
い
う
論
理
を
持
ち
出
し
て
反
撃
し
た
。
日
本
は
妥
協
し
、
南
発
券
の
発
行
を
や
め
、
ビ
ル
マ
国
立
銀
行
券
を
利

子
付
き
で
借
り
て
軍
費
に
充
て
る
こ
と
に
し
た
。
ま
た
、
必
要
量
を
毎
月
提
示
す
る
こ
と
や
、
保
証
と
し
て
円
を
渡
す
こ
と
も
了
承
し
た
。
日
本
は
、
一

方
的
に
恣
意
を
通
す
こ
と
は
で
き
な
く
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
他
方
、
バ
・
モ
オ
政
府
に
つ
い
て
は
、
日
本
に
正
面
か
ら
挑
ん
で
お
り
、
惚
偶
政
権
と

い
う
性
格
づ
け
が
で
き
な
い
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
と
は
い
え
、
戦
況
が
悪
化
し
て
交
通
が
途
絶
し
、
刷
り
上
が
っ
た
三
〇
億
チ
ャ
ッ
ト
の
新
券
は
ビ
ル

マ
に
は
届
か
な
か
っ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
九
二
巻
二
号
　
一
一
〇
Q
九
年
三
月

は
　
じ
　
め
　
に

一
九
九
六
年
に
刊
行
さ
れ
た
波
多
野
澄
雄
氏
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

噸
太
平
洋
戦
争
と
ア
ジ
ア
外
交
』

は
、
同
戦
争
に
お
け
る
日
本
の
理
念
に
関
す
る
論
議
を
、

新
た
な
段
階
に
移
行
さ
せ
る
き
っ
か
け
を
つ
く
っ
た
。
氏
が
注
視
し
た
の
は
、
重
光
葵
を
は
じ
め
と
す
る
外
務
官
僚
の
理
念
で
あ
る
。
氏
は
、

重
光
た
ち
が
、
戦
争
の
理
念
と
し
て
「
自
主
」
「
独
立
」
と
い
う
看
板
を
掲
げ
る
こ
と
に
こ
だ
わ
っ
た
意
味
を
追
究
し
よ
う
と
し
た
。
他
の
研
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②

究
者
に
よ
る
補
足
を
含
め
て
ま
と
め
る
と
、
少
な
く
と
も
重
光
個
人
に
は
、
戦
略
的
な
も
の
で
は
あ
れ
、
「
自
主
」
「
独
立
」
へ
の
思
い
入
れ
が

あ
っ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
理
念
が
「
大
東
亜
共
栄
圏
」
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
拘
束
し
、
日
本
の
行

動
（
あ
る
い
は
理
念
）
を
多
か
れ
少
な
か
れ
複
雑
化
さ
せ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
理
解
を
前
提
に
、
酒
井
哲
哉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

氏
は
、
重
光
の
理
念
を
、
戦
後
日
本
の
「
国
際
関
係
論
」
の
成
立
過
程
と
関
係
づ
け
よ
う
と
し
て
い
る
。
ま
た
河
西
富
祐
氏
は
、
文
化
人
た
ち

の
言
説
、
タ
イ
や
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
抵
抗
を
あ
げ
つ
つ
、
「
「
自
主
独
立
」
と
い
う
ロ
ジ
ッ
ク
」
が
「
日
本
の
「
指
導
」
を
脅
か
す
こ
と
に
な
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

た
」
と
い
う
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
な
見
取
り
図
を
掲
げ
て
い
る
。
フ
ィ
リ
ピ
ン
史
・
ア
メ
リ
カ
史
の
研
究
者
で
あ
る
中
野
聡
氏
も
、
河
西
氏
の
論

を
肯
定
的
に
評
価
し
、
太
平
洋
戦
争
が
「
「
他
者
」
の
存
在
を
通
じ
て
、
帝
国
・
日
本
の
や
り
方
が
通
用
し
な
い
こ
と
を
学
習
す
る
過
程
で
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

あ
っ
た
」
と
ま
と
め
て
い
る
。

　
こ
れ
ら
に
対
し
、
二
〇
〇
四
年
の
岡
部
牧
夫
氏
、
二
〇
〇
七
年
の
森
、
吉
田
裕
氏
の
著
作
で
は
、
日
本
側
の
行
動
・
理
念
の
「
複
雑
化
」
に

つ
い
て
の
捉
え
方
は
、
か
な
り
慎
重
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
岡
部
氏
は
、
地
域
差
を
慎
重
に
捉
え
な
が
ら
も
、
こ
こ
で
い
う
「
複
雑
化
」
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

あ
た
る
よ
う
な
事
項
を
記
し
て
い
な
い
。
森
氏
も
、
重
光
・
三
郷
外
相
の
動
き
を
詳
述
し
、
な
お
か
つ
藤
原
岩
市
（
F
機
関
長
）
や
鈴
木
敬
司

（
南
機
関
長
）
に
＝
種
の
理
想
主
義
者
」
と
い
う
評
価
を
与
え
な
が
ら
も
、
彼
ら
の
動
き
を
「
ア
ジ
ア
の
戦
争
の
遂
行
を
め
ぐ
る
戦
略
上
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

対
立
と
し
て
理
解
す
べ
き
」
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
ま
た
、
吉
田
氏
は
、
「
大
東
亜
共
同
宣
言
」
の
採
択
を
契
機
に
、
「
戦
争
目
的
を
め
ぐ
る

国
内
的
な
議
論
は
、
さ
ら
に
混
迷
を
深
め
て
い
っ
た
」
と
記
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
そ
の
宣
書
で
「
日
本
の
権
益
至
上
主
義
的
な
対
外
政
策
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

大
幅
な
手
直
し
が
進
ん
だ
わ
け
で
も
な
い
」
と
し
て
い
る
。
森
・
吉
田
氏
の
記
述
は
、
波
多
野
氏
の
主
張
を
部
分
的
に
受
け
入
れ
て
は
い
る
が
、

「
複
雑
化
」
の
程
度
や
意
義
に
つ
い
て
は
懐
疑
的
な
も
の
だ
と
い
え
る
。

　
こ
れ
ら
の
冷
淡
な
総
括
は
、
ズ
再
）
発
見
」
さ
れ
て
き
た
「
自
主
」
「
独
立
し
を
め
ぐ
る
言
説
・
動
き
の
分
析
に
、
以
下
の
よ
う
な
限
界
が

あ
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
第
一
に
、
重
光
や
一
部
の
知
識
人
の
理
念
の
抽
出
・
分
析
に
と
ど
ま
る
傾
向
が
あ
っ
た
こ
と
。
第
二
に
、
「
自

主
」
「
独
立
」
な
ど
の
文
言
が
、
現
地
レ
ベ
ル
で
ど
う
解
釈
・
運
用
さ
れ
得
る
も
の
だ
っ
た
の
か
が
深
め
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
。
第
三
に
、
一
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九
四
五
年
と
い
う
軍
事
的
崩
壊
期
の
事
項
の
割
合
が
高
く
、
一
九
四
一
～
～
九
四
四
年
の
話
が
少
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
、
第
四
の
問
題
と
し
て
、
占
領
地
で
の
財
務
の
問
題
が
掘
り
下
げ
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
の
点
に
関
し
、
小
林
英

夫
氏
は
、
一
九
七
五
年
の
著
書
以
来
、
東
南
ア
ジ
ア
に
実
質
的
な
軍
票
で
あ
る
南
方
開
発
金
庫
券
（
以
下
南
発
券
）
が
ば
ら
撒
か
れ
て
い
た
こ

　
　
　
　
　
　
　
⑨

と
を
指
摘
し
て
き
た
。
一
九
八
三
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
続
・
現
代
史
資
料
』
＝
で
も
、
大
蔵
省
資
料
の
「
円
系
通
貨
発
行
実
質
高
調
」
が
紹

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

介
さ
れ
、
二
〇
〇
億
円
（
ペ
ソ
、
ル
ピ
ー
な
ど
）
に
及
ぶ
南
発
券
が
発
行
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
示
さ
れ
た
。
こ
の
「
円
系
通
貨
発
行
実
質
高
調
」

に
は
、
海
峡
ド
ル
の
相
場
が
四
七
〇
分
の
一
、
ペ
ソ
が
七
三
〇
分
の
一
、
ル
ピ
ー
が
七
八
○
分
の
一
に
落
ち
込
ん
だ
と
い
う
注
記
も
付
い
て
い

る
。
こ
れ
ら
の
史
料
や
分
析
は
、
財
務
に
つ
い
て
は
「
自
主
」
も
「
独
立
」
も
な
く
、
日
本
側
の
勝
手
な
政
策
が
続
い
た
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を

支
え
る
も
の
に
な
る
。
仮
に
、
日
本
が
「
自
主
」
「
独
立
」
の
理
念
に
拘
束
さ
れ
た
こ
と
を
強
調
す
る
の
な
ら
、
そ
れ
が
財
務
の
面
に
も
現
れ

て
い
た
こ
と
を
示
す
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　
以
上
の
よ
う
な
研
究
状
況
を
受
け
、
本
稿
で
は
こ
の
財
務
の
問
題
を
掘
り
下
げ
、
一
つ
の
視
点
を
提
供
す
る
こ
と
を
目
指
す
。
一
九
四
二
～

一
九
四
五
年
の
、
日
量
の
財
務
を
め
ぐ
る
や
り
取
り
を
検
討
し
、
そ
こ
に
「
自
主
」
「
独
立
」
に
拘
束
さ
れ
る
よ
う
な
事
態
が
あ
っ
た
の
か
ど

う
か
を
検
証
す
る
。
特
に
、
ビ
ル
マ
国
立
銀
行
に
関
わ
る
日
出
の
葛
藤
を
検
討
し
、
日
本
側
が
ど
の
程
度
、
ビ
ル
マ
の
「
自
主
」
「
独
立
」
の

可
能
性
を
想
定
し
て
動
い
て
い
た
の
か
を
分
析
す
る
。
こ
の
銀
行
は
、
バ
・
モ
オ
政
府
の
留
年
銀
行
と
し
て
、
一
九
四
四
年
一
月
に
発
足
し
た
。

こ
の
よ
う
な
国
立
銀
行
は
、
日
本
が
占
領
し
た
東
南
ア
ジ
ア
諸
地
域
（
タ
イ
、
仏
印
を
除
く
）
で
は
、
ビ
ル
マ
に
の
み
設
け
ら
れ
た
も
の
だ
っ
た
。

他
の
地
域
で
は
国
立
銀
行
は
設
置
さ
れ
ず
、
日
本
の
南
方
開
発
金
庫
（
以
下
歌
選
）
が
、
最
後
ま
で
中
央
銀
行
的
な
役
翻
を
果
た
し
た
。
と
は

い
え
、
日
本
は
、
こ
の
ビ
ル
マ
国
立
銀
行
を
、
他
地
域
に
先
駆
け
た
パ
イ
ロ
ッ
ト
・
ケ
ー
ス
と
し
て
意
識
し
て
い
た
。
戦
況
の
悪
化
に
よ
り
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

止
と
な
っ
た
が
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
国
立
銀
行
な
ど
が
、
こ
れ
に
続
く
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
ビ
ル
マ
国
立
銀
行
は
先
例
と
な
る
予
定
で
あ

り
、
同
行
を
取
り
上
げ
る
こ
と
は
、
財
務
と
い
う
重
要
な
課
題
に
関
し
、
日
本
の
将
来
構
想
を
、
一
般
論
に
近
い
と
こ
ろ
で
示
し
得
る
も
の
に

な
る
だ
ろ
う
。
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管
見
の
限
り
、
同
行
に
関
す
る
先
行
研
究
は
皆
無
に
等
し
く
、
先
の
小
林
氏
も
触
れ
て
い
な
い
。
僅
か
に
、
軍
政
担
当
者
と
し
て
意
思
経
験

を
持
つ
太
田
常
蔵
氏
が
、
バ
・
モ
オ
政
府
に
資
金
を
供
給
し
た
こ
と
、
国
立
銀
行
券
を
発
行
し
よ
う
と
し
た
こ
と
な
ど
を
紹
介
し
た
程
度
で
あ

⑫る
。
こ
の
よ
う
な
研
究
状
況
を
招
い
た
一
因
は
、
同
行
の
活
動
時
期
が
戦
争
後
半
で
あ
り
、
関
わ
っ
た
日
本
人
が
史
料
を
持
っ
て
帰
る
こ
と
が

難
し
か
っ
た
こ
と
に
あ
る
の
だ
ろ
う
。
ま
た
、
対
日
蜂
起
の
よ
う
な
華
々
し
い
話
で
は
な
い
た
め
、
ビ
ル
マ
側
の
関
係
者
が
多
く
を
語
ら
な
か

っ
た
と
い
う
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
。

　
そ
れ
で
も
、
日
本
銀
行
金
融
研
究
所
ア
ー
カ
イ
ブ
保
管
資
料
の
中
に
、
同
行
と
ビ
ル
マ
国
立
銀
行
の
顧
問
た
ち
が
や
り
取
り
し
た
電
報
類
が

　
　
　
　
⑬

残
っ
て
い
る
。
ま
た
、
ビ
ル
マ
側
の
史
料
と
し
て
も
、
バ
・
モ
オ
政
府
の
予
算
報
告
な
ど
を
入
手
で
き
た
の
で
、
空
白
を
埋
め
る
材
料
と
し
て

活
用
し
得
る
。
本
稿
で
は
、
こ
れ
ら
の
材
料
を
も
と
に
、
同
行
を
め
ぐ
る
日
済
の
葛
藤
を
分
析
し
て
い
く
。

　
ま
た
、
こ
れ
ら
の
史
料
か
ら
は
、
バ
・
モ
オ
政
府
が
ビ
ル
マ
国
立
銀
行
を
自
立
的
な
も
の
に
し
よ
う
と
尽
力
し
、
日
本
側
と
正
面
衝
突
を
繰

り
返
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
近
年
の
研
究
で
は
、
東
南
ア
ジ
ア
の
現
地
政
権
が
、
そ
れ
な
り
の
自
主
性
を
持
っ
て
日
本
軍
に
向
き
合
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
と
は
い
え
、
そ
れ
が
日
本
軍
と
衝
突
し
な
い
範
囲
で
の
も
の
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
か
ど
う
か
は
未
解
明
で
あ

る
。
本
稿
の
東
南
ア
ジ
ア
地
域
研
究
の
文
脈
で
の
位
置
づ
け
は
最
後
に
行
う
が
、
現
地
政
権
の
「
自
主
性
」
「
偲
聖
天
」
の
程
度
に
つ
い
て
、

理
解
を
深
化
さ
せ
得
る
分
析
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　
論
の
構
成
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
第
一
章
で
、
ビ
ル
マ
に
お
け
る
行
政
費
（
一
九
四
三
年
ま
で
は
軍
政
監
部
と
そ
の
下
の
バ
・
モ
オ
行
政
府
の
予
算
、

以
後
は
バ
・
モ
オ
政
府
の
予
算
）
と
軍
費
（
進
出
企
業
の
運
営
費
を
含
む
）
の
支
出
の
変
遷
を
押
さ
え
る
。
こ
れ
ら
は
、
部
分
的
に
太
田
常
蔵
氏
が

言
及
し
て
い
る
話
だ
が
、
一
九
四
二
年
度
以
外
は
予
算
案
の
み
が
記
さ
れ
、
全
体
の
推
移
に
つ
い
て
も
必
ず
し
も
明
瞭
に
は
さ
れ
て
い
な
い
。

本
稿
で
は
、
個
々
の
予
算
が
、
全
体
の
ど
の
部
分
に
当
た
る
の
か
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
た
め
に
、
一
九
四
四
年
度
に
至
る
ま
で
の
変
遷
を
ま
ず

分
析
す
る
。

　
そ
の
上
で
、
第
二
章
で
は
、
ビ
ル
マ
国
立
銀
行
の
設
置
を
め
ぐ
る
計
画
と
、
設
置
後
の
経
営
状
況
に
つ
い
て
分
析
す
る
。
そ
し
て
、
預
金
を
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ほ
と
ん
ど
得
ら
れ
ず
、
ビ
ル
マ
政
府
（
バ
・
モ
オ
政
府
）
か
ら
預
け
ら
れ
た
税
金
も
小
額
で
あ
り
、
軍
票
（
南
発
券
）
頼
り
だ
っ
た
実
態
を
明
ら

か
に
す
る
。
そ
し
て
第
三
章
で
、
自
立
を
求
め
る
バ
・
モ
オ
側
と
日
本
側
の
薦
藤
に
つ
い
て
分
析
す
る
。

①
波
多
野
澄
雄
朔
太
平
洋
戦
争
と
ア
ジ
ア
外
交
撫
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九

　
六
年
。

②
森
茂
樹
「
書
評
波
多
野
澄
雄
著
『
太
平
洋
戦
争
と
ア
ジ
ア
外
交
』
」
、
冒
本

　
史
研
究
睡
四
三
〇
号
、
一
九
九
八
年
。

③
酒
井
哲
哉
「
戦
問
期
日
本
の
国
際
秩
序
論
」
、
『
歴
史
学
研
究
』
七
九
四
号
、
二

　
〇
〇
四
年
、
九
〇
頁
。

④
河
西
晃
祐
「
「
帝
国
」
と
「
独
立
」
1
門
大
東
亜
共
栄
圏
」
に
お
け
る
「
自

　
主
独
立
」
問
題
の
共
振
一
」
、
「
年
報
日
本
現
代
史
」
編
集
委
員
会
『
「
帝
国
」

　
と
植
民
地
』
、
現
代
史
料
出
版
、
二
〇
〇
五
年
、
七
三
～
七
七
頁
な
ど
。

⑤
中
野
聡
「
植
民
地
統
治
と
南
方
軍
政
」
、
倉
沢
愛
子
ほ
か
編
『
岩
波
講
座
ア

　
ジ
ア
太
平
洋
戦
争
』
七
、
二
〇
〇
六
年
置
；
二
買
。

⑥
岡
部
牧
夫
門
十
五
年
戦
争
と
日
本
の
国
家
・
国
民
」
、
大
日
方
純
夫
・
山
田
朗

　
編
『
近
代
日
本
の
戦
争
を
ど
う
見
る
か
輪
、
大
月
書
店
、
二
〇
〇
四
年
。

⑦
吉
田
裕
・
森
茂
樹
デ
ジ
ア
・
太
平
洋
戦
争
葱
、
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
七
年
、

　
一
八
六
、
　
一
九
二
～
一
九
八
頁
な
ど
（
森
氏
執
筆
箇
所
）
。
な
お
、
鈴
木
敬
司
の

　
「
善
意
扁
に
つ
い
て
、
筆
者
の
評
価
は
森
氏
の
も
の
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
。

　
拙
著
『
日
本
占
領
と
ビ
ル
マ
の
罠
族
運
動
ー
タ
キ
ン
勢
力
の
政
治
的
上
昇

　
1
』
（
暴
走
轡
舎
、
二
〇
〇
三
年
）
の
第
二
部
第
二
章
を
参
照
。

⑧
吉
田
裕
デ
ジ
ア
・
太
平
洋
戦
争
瞼
、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
七
年
、
　
二
〇
～

　
＝
＝
頁
な
ど
。

⑨
小
林
英
夫
『
日
本
軍
政
下
の
ア
ジ
ア
駈
、
岩
波
害
店
、
一
九
九
三
年
、
＝
コ

　
～
一
二
三
、
一
五
六
～
一
五
九
頁
な
ど
。
同
『
増
補
版
　
　
「
大
東
亜
共
栄
圏
」
の

　
形
成
と
崩
壊
』
、
御
茶
の
水
轡
房
、
二
〇
〇
六
年
（
初
版
一
九
七
五
年
）
、
四
四
四

　
～
四
五
〇
頁
な
ど
。

⑩
多
田
井
喜
生
編
・
解
説
『
続
・
現
代
史
資
料
』
＝
、
み
す
ず
書
房
、
一
九
八

　
三
年
、
九
七
二
～
九
七
七
頁
。
こ
の
「
円
系
通
貨
発
行
実
質
高
調
」
は
、
一
九
四

　
六
年
二
月
に
調
整
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

⑪
第
三
章
の
注
二
九
を
参
照
。

⑫
太
田
常
蔵
馴
ビ
ル
マ
に
お
け
る
日
本
軍
政
史
の
研
究
㎞
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九

　
六
七
年
、
四
〇
〇
、
四
〇
八
、
四
一
～
、
四
一
二
頁
。

⑬
四
七
五
八
番
の
「
ビ
ル
マ
中
央
銀
行
関
係
」
の
史
料
群
で
あ
る
。
～
～
四
五
二

　
頁
の
通
し
番
号
が
付
さ
れ
て
お
り
、
本
稿
で
は
そ
れ
を
明
示
し
て
い
く
。
ま
た
、

　
わ
か
り
や
す
く
す
る
た
め
に
、
随
時
仮
タ
イ
ト
ル
を
付
け
る
こ
と
に
す
る
。

⑭
筆
者
は
、
一
九
九
九
年
の
論
稿
で
、
バ
・
モ
オ
政
府
と
現
地
軍
の
対
立
に
つ
い

　
て
ま
と
め
た
こ
と
が
あ
る
（
拙
稿
「
日
本
軍
と
タ
キ
ン
勢
力
の
関
係
に
つ
い
て
」
、

　
門
歴
史
の
理
論
と
教
育
㎞
一
〇
三
号
、
一
九
九
九
年
置
後
に
前
掲
糊
日
本
占
領
と

　
ビ
ル
マ
の
民
族
運
動
撫
に
収
録
）
。
ま
た
根
本
敬
氏
も
、
バ
・
モ
オ
の
動
き
を
追

　
い
、
「
日
本
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
た
「
合
法
」
的
枠
内
に
限
定
さ
れ
て
い
た
と
は

　
い
え
…
…
自
国
の
政
治
的
自
立
を
実
現
す
べ
く
、
そ
れ
な
り
の
努
力
を
お
こ
な
つ

　
た
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
」
と
ま
と
め
て
い
る
（
根
本
敬
「
東
南
ア
ジ
ア

　
に
お
け
る
「
対
日
協
力
者
」
」
、
『
岩
波
講
座
　
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
戦
争
㎞
七
、
岩

　
波
書
店
、
二
〇
〇
六
年
、
三
三
　
頁
な
ど
）
。
ブ
イ
リ
ピ
ン
に
つ
い
て
は
、
リ
カ

　
ル
ド
・
T
・
ホ
セ
「
信
念
の
対
決
」
（
池
端
雪
浦
編
馴
近
現
代
日
本
・
フ
ィ
リ
ピ

　
ン
関
係
史
』
、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
四
年
）
が
、
ラ
ウ
レ
ル
政
権
の
抵
抗
に
つ
い

　
て
詳
述
し
て
い
る
。
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第
【
章
　
占
領
下
の
財
務
状
況

第
【
節
「
独
立
」
ま
で

日本占領期ビルマにおける国立銀行問題（武島）

　
～
九
四
二
年
～
月
に
ビ
ル
マ
に
侵
攻
し
た
日
本
軍
（
第
一
五
軍
）
は
、
当
初
、
手
持
ち
の
ド
ル
軍
票
を
使
用
し
た
。
日
本
軍
は
、
同
年
五
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

ま
で
に
ビ
ル
マ
全
土
を
制
圧
し
、
五
月
｝
日
に
は
「
通
貨
二
関
ス
ル
集
団
長
怖
告
」
を
発
し
た
。
こ
れ
は
、
既
存
の
貨
幣
に
加
え
、
軍
票
の
使

用
を
可
能
と
す
る
こ
と
の
正
式
な
布
告
だ
っ
た
。
こ
の
後
一
九
四
三
年
二
月
中
、
日
本
政
府
の
指
示
に
よ
り
、
南
方
甲
地
域
（
タ
イ
、
仏
印
以

外
の
南
方
占
領
地
）
で
は
、
南
発
が
南
発
券
を
発
行
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ビ
ル
マ
で
は
、
南
発
ビ
ル
マ
支
金
庫
が
横
浜
正
金
銀
行
の
ラ
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

グ
ー
ン
支
店
の
～
角
を
借
り
て
業
務
を
開
始
し
た
。
同
旨
金
庫
は
、
同
年
八
月
二
日
に
は
、
旧
イ
ン
ド
準
備
銀
行
跡
に
営
業
所
を
移
し
た
。

　
こ
の
南
発
券
は
、
東
南
ア
ジ
ア
の
占
領
地
ご
と
に
別
々
の
通
貨
単
位
の
も
の
が
発
行
さ
れ
、
ビ
ル
マ
で
は
ル
ピ
ー
券
が
使
わ
れ
た
。
後
述
す

る
よ
う
に
、
一
九
四
三
年
八
月
一
日
の
日
本
の
指
導
下
で
の
「
独
立
」
ま
で
に
、
ビ
ル
マ
で
は
三
～
四
百
ル
ピ
ー
分
が
発
行
さ
れ
た
よ
う
で
あ

る
。
だ
が
、
南
発
券
は
保
証
の
な
い
不
換
紙
幣
だ
っ
た
。
小
林
英
夫
氏
に
よ
る
と
、
南
発
の
資
本
金
は
一
億
円
と
さ
れ
、
日
本
政
府
が
出
資
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

る
筈
だ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
実
際
に
は
五
八
四
五
万
円
が
国
債
で
払
い
込
ま
れ
た
だ
け
だ
っ
た
の
だ
と
い
う
。
南
発
は
そ
れ
だ
け
の
保
証
で
、

～
九
四
四
年
末
ま
で
に
一
〇
〇
億
円
（
一
円
睡
い
ル
ビ
…
二
一
ギ
ル
ダ
ー
）
、
い
九
四
五
年
八
月
の
終
戦
時
ま
で
に
二
〇
〇
億
円
近
く
の
南
発
券
を

発
行
し
た
の
だ
っ
た
。
ビ
ル
マ
の
南
発
券
は
、
名
目
的
に
は
一
ル
ピ
ー
銭
一
円
と
さ
れ
た
が
、
東
南
ア
ジ
ア
の
他
の
地
域
と
同
様
に
日
本
語
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

の
交
換
は
禁
止
さ
れ
た
。
一
九
四
三
年
六
月
以
後
、
進
出
し
た
商
人
の
家
族
向
け
送
金
が
認
め
ら
れ
た
が
、
そ
れ
は
例
外
的
な
措
置
だ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

　
ビ
ル
マ
の
元
来
の
通
貨
流
通
高
は
、
二
億
ル
ピ
ー
程
度
と
見
積
も
ら
れ
て
い
た
。
ま
た
、
ビ
ル
マ
政
庁
の
歳
入
・
歳
出
は
、
毎
年
度
　
億
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

○
○
○
万
～
一
億
六
〇
〇
〇
万
ル
ピ
ー
で
推
移
し
て
い
た
。
そ
こ
に
や
っ
て
来
た
日
本
軍
は
、
バ
・
モ
オ
行
政
府
の
上
に
軍
政
監
部
を
置
き
統

治
を
進
め
た
。
そ
し
て
、
一
九
四
二
年
度
（
～
一
九
四
三
年
三
月
）
の
行
政
費
は
、
歳
入
実
績
四
〇
四
六
万
ル
ピ
ー
、
歳
出
実
績
三
三
三
二
万
ル
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⑦

ピ
ー
と
い
う
も
の
に
な
っ
た
。
戦
前
の
予
算
と
比
べ
る
と
、
比
較
的
小
規
模
な
も
の
だ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
こ
れ
は
、
バ
・
モ
オ
行
政

府
の
予
算
ま
で
を
含
ん
だ
も
の
だ
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
予
算
を
絞
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
主
因
は
、
歳
入
が
劇
的
に
減
っ
た
こ
と
に
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
一
九
三
七
年
の
歳
入
実
績
は
、

上
位
か
ら
順
に
土
地
収
入
（
四
六
五
三
万
ル
ピ
ー
）
、
関
税
（
四
二
〇
四
万
ル
ビ
ー
）
、
森
林
収
入
（
一
六
〇
四
万
ル
ピ
ー
）
、
所
得
税
（
～
五
九
四
万
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

ピ
…
）
、
消
費
税
（
～
三
七
七
万
ル
ピ
ー
）
と
な
っ
て
い
た
。
占
領
期
に
は
、
土
地
へ
の
課
税
を
半
減
し
た
り
、
相
続
税
を
新
設
す
る
な
ど
の
改

訂
が
行
わ
れ
た
。
個
々
の
改
訂
理
由
に
つ
い
て
は
別
に
分
析
が
必
要
だ
が
、
結
果
と
し
て
上
記
の
細
目
ご
と
の
歳
入
実
績
は
、
七
六
一
万
、
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

六
万
（
他
に
軍
政
監
部
が
徴
収
し
た
も
の
六
〇
〇
万
）
、
七
三
万
、
二
三
〇
万
、
二
八
○
万
と
な
っ
た
。
「
緬
旬
軍
政
史
」
は
、
日
本
側
の
普
通
収
入

が
七
五
六
万
ル
ピ
ー
、
行
政
府
の
普
通
収
入
が
一
七
二
＝
芳
ル
ピ
ー
だ
っ
た
と
し
て
お
り
、
合
計
す
る
と
二
四
七
九
万
ル
ピ
ー
に
な
る
。
差
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

引
き
で
八
五
〇
万
ル
ピ
ー
程
度
の
不
足
と
な
る
が
、
こ
れ
を
臨
時
会
計
（
軍
費
）
や
財
政
調
整
繰
入
金
、
敵
産
収
入
で
補
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

　
続
く
一
九
四
三
年
度
の
予
算
は
、
夏
ま
で
の
追
加
分
を
含
め
て
、
歳
入
・
歳
出
と
も
に
二
億
六
三
八
四
万
ル
ピ
ー
と
定
め
ら
れ
た
。
こ
れ
は
、

戦
前
の
一
億
四
〇
〇
〇
万
～
一
億
六
〇
〇
〇
万
ル
ピ
ー
と
い
う
予
算
に
、
過
剰
と
な
っ
た
籾
を
買
い
上
げ
る
臨
時
手
量
を
付
け
加
え
た
数
字
で

あ
る
。
買
い
上
げ
た
籾
（
米
）
の
売
却
代
と
し
て
は
、
二
九
五
玉
ル
ピ
ー
が
予
定
さ
れ
た
だ
け
だ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
ボ
ー
ド
ウ
ィ
ン
鉱
山
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

ら
の
上
が
り
（
九
三
　
万
ル
ピ
ー
）
が
得
ら
れ
た
と
し
て
も
、
総
収
入
を
か
な
り
増
や
さ
な
け
れ
ば
帳
尻
を
合
わ
せ
ら
れ
な
い
筈
だ
っ
た
。
軍
政

監
部
は
、
そ
れ
を
埋
め
る
た
め
に
、
南
発
か
ら
当
初
予
算
で
二
一
六
五
万
ル
ビ
ー
、
追
加
予
算
で
六
八
四
万
ル
ピ
ー
を
借
り
入
れ
る
こ
と
に
し

　
　
　
　
　
⑬

た
よ
う
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
れ
で
も
、
残
り
の
一
億
数
千
万
ル
ピ
ー
を
普
通
収
入
で
得
ら
れ
な
け
れ
ば
、
成
立
し
な
い
計
画
だ
っ
た
。

　
実
際
の
と
こ
ろ
、
税
収
が
ど
の
程
度
あ
っ
た
の
か
は
、
手
持
ち
の
史
料
か
ら
は
は
っ
き
り
し
な
い
。
し
か
し
、
第
二
節
で
見
る
よ
う
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

バ
・
モ
オ
政
府
は
間
も
な
く
、
こ
の
「
収
入
」
（
普
通
収
入
に
あ
た
る
部
分
）
を
四
一
七
二
万
ル
ピ
ー
に
組
み
直
し
て
い
る
。
四
一
七
二
万
ル

ピ
ー
と
い
う
数
字
の
達
成
可
能
性
は
と
も
か
く
と
し
て
、
軍
政
当
局
が
組
ん
だ
～
九
四
三
年
度
の
収
入
見
込
み
が
、
大
幅
に
下
方
修
正
さ
れ
た

こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
差
額
は
、
第
二
章
で
見
る
よ
う
に
、
ビ
ル
マ
国
立
銀
行
が
南
発
か
ら
受
け
取
っ
た
南
発
券
を
供
給
し
、
埋
め
る
こ
と
に

110 （394）



日本占領期ビルマにおける国立銀行間・題（武島）

な
っ
た
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
行
政
費
と
は
別
に
、
日
本
軍
の
軍
費
（
食
料
や
物
資
の
購
買
、
雇
用
者
の
入
事
費
な
ど
）
や
進
出
企
業
の
資
金
と
し
て

も
、
大
量
の
南
発
券
が
発
行
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
ら
を
合
わ
せ
た
金
額
は
、
史
料
に
よ
っ
て
少
し
ず
つ
食
い
違
っ
て
い
る
。
「
は
じ
め
に
」
で

あ
げ
た
「
円
系
通
貨
発
行
実
質
高
調
」
に
よ
る
と
、
一
九
四
三
年
九
月
の
時
点
で
、
ル
ピ
ー
貨
の
発
行
は
四
書
九
七
〇
一
万
ル
ピ
ー
に
達
し
て

い
た
の
だ
と
い
う
。
八
・
九
月
分
の
発
行
額
を
仮
に
合
計
一
億
ル
ピ
ー
と
す
る
と
、
八
月
｝
日
の
「
独
立
」
ま
で
に
四
億
ル
ピ
ー
が
発
行
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

て
い
た
こ
と
に
な
る
。
一
九
四
四
年
に
底
心
ビ
ル
マ
支
金
庫
が
作
成
し
た
「
南
発
券
（
既
発
軍
票
ヲ
含
ム
）
流
通
高
調
」
で
は
、
一
九
四
三
年
九

月
末
ま
で
の
回
送
高
が
五
平
四
四
九
六
万
ル
ピ
ー
、
流
通
高
が
四
億
三
七
～
○
万
ル
ピ
ー
と
い
う
こ
と
な
の
で
、
少
し
ズ
レ
が
あ
る
。
こ
の
史

料
に
よ
る
と
、
七
月
末
ま
で
の
回
送
は
四
番
〇
七
一
〇
万
ル
ビ
ー
、
流
通
は
三
楽
二
七
四
五
万
ル
ピ
ー
だ
っ
た
の
だ
と
い
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

　
他
に
、
「
事
案
軍
政
史
」
は
、
一
九
四
三
年
六
月
～
五
日
ま
で
に
二
二
八
○
○
○
万
ル
ピ
ー
を
放
出
し
た
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
太
田
氏
が

あ
げ
て
い
る
南
発
の
「
主
要
勘
定
」
を
合
算
す
る
と
、
一
九
四
三
年
七
月
末
の
段
階
で
、
未
放
出
の
も
の
を
含
め
て
二
心
六
九
三
四
万
ル
ビ
ー

　
　
　
　
　
　
　
⑰

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
数
字
を
こ
れ
以
上
に
厳
正
化
す
る
の
は
、
手
持
ち
の
史
料
で
は
困
難
な
の
で
、
一
九
四
三
年
八
月
一
日
の
「
独
立
」
以

前
の
放
出
額
は
、
ひ
と
ま
ず
三
～
四
億
ル
ピ
ー
と
理
解
し
て
お
き
た
い
。

　
こ
の
放
出
額
の
中
で
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
　
九
四
二
年
度
の
行
政
費
と
し
て
使
わ
れ
た
の
は
八
五
〇
万
ル
ピ
ー
程
度
だ
っ
た
よ
う
で
あ

る
。
一
九
四
三
年
度
の
四
～
七
月
に
つ
い
て
は
、
当
初
予
算
で
二
＝
ハ
二
士
、
追
加
予
算
で
六
八
四
万
と
い
う
こ
と
に
な
る
（
太
田
氏
は
、
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

れ
ら
を
合
わ
せ
て
二
一
〇
〇
万
と
取
れ
る
よ
う
な
記
述
も
し
て
い
る
）
。
こ
れ
ら
を
引
い
た
二
億
七
〇
〇
〇
万
～
三
駆
上
〇
〇
〇
万
ル
ピ
ー
が
、
軍
費

や
進
出
企
業
の
運
営
費
と
し
て
ば
ら
撒
か
れ
た
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
の
ば
ら
撒
き
の
具
体
例
に
つ
い
て
は
、
第
三
節
で
紹
介
す
る
。

第
二
節
　
「
独
　
立
」
　
後

一
九
四
三
年
八
月
の
「
独
立
」
後
、
行
政
予
算
は
、
ボ
ー
ド
ウ
ィ
ン
鉱
山
や
、
日
本
の
直
轄
地
と
さ
れ
た
シ
ャ
ン
州
の
会
計
以
外
、
全
て
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バ
・
モ
オ
政
府
が
扱
う
こ
と
に
な
っ
た
。
同
政
府
は
、
一
九
四
三
年
度
の
残
り
の
時
期
（
一
九
四
三
年
八
月
～
一
九
四
四
年
三
月
）
の
歳
出
・
歳

入
を
、
一
億
八
七
九
六
万
ル
ピ
ー
に
設
定
し
た
。
こ
れ
は
、
軍
政
監
部
の
計
画
を
ほ
ぼ
継
承
し
、
八
ヶ
月
分
に
縮
小
し
た
も
の
だ
と
い
え
る
。

た
だ
し
、
歳
入
に
つ
い
て
は
「
収
入
」
と
「
ロ
ー
ン
」
に
分
割
し
、
「
収
入
」
を
四
一
七
二
万
ル
ピ
ー
と
し
、
残
り
の
一
億
四
六
二
三
万
ル

ピ
ー
を
「
ロ
ー
ン
」
と
し
た
。
「
収
入
」
の
内
訳
は
、
多
い
順
に
、
地
租
（
一
五
二
四
万
ル
ピ
ー
）
、
森
林
（
七
一
〇
万
）
、
消
費
税
（
六
三
二
万
）
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

収
入
税
（
二
六
〇
万
）
な
ど
と
さ
れ
た
。
こ
れ
ま
で
、
軍
費
や
進
出
企
業
の
運
営
費
と
し
て
、
南
発
券
の
ば
ら
撒
き
が
進
ん
で
い
た
が
、
行
政

費
も
南
発
か
ら
の
借
り
入
れ
（
ロ
ー
ン
）
に
多
く
を
依
存
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
そ
の
次
の
一
九
四
四
年
度
予
算
（
一
九
四
四
年
四
月
～
｝
九
四
五
年
三
月
）
で
は
、
歳
入
・
歳
出
の
規
模
は
変
更
さ
れ
ず
、
ほ
ぼ
同
額
の
一
億

八
四
九
八
万
ル
ピ
ー
と
さ
れ
た
。
歳
入
の
う
ち
「
収
入
」
は
六
九
九
九
万
ル
ピ
ー
で
、
そ
の
内
訳
は
、
地
租
三
二
九
〇
万
ル
ピ
ー
）
、
関
税

（一

Z
一
五
万
ル
ピ
ー
）
、
消
費
税
（
九
一
八
万
ル
ビ
ー
）
な
ど
と
さ
れ
た
。
残
り
の
一
億
一
四
九
九
万
ル
ピ
ー
は
、
バ
・
モ
オ
政
府
が
発
行
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

冊
子
で
は
「
赤
字
」
と
さ
れ
た
。
バ
・
モ
オ
政
府
は
、
歳
入
の
不
足
分
と
併
せ
、
五
億
ル
ピ
ー
の
国
債
を
発
行
し
て
取
り
繕
う
と
し
た
よ
う
で

　
⑳

あ
る
。
そ
し
て
、
～
九
四
四
年
末
ま
で
に
準
備
を
進
め
た
よ
う
だ
が
、
戦
況
も
悪
化
し
て
お
り
、
本
格
的
に
売
り
出
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
さ
そ

う
で
あ
る
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
不
足
分
は
、
ビ
ル
マ
国
立
中
央
銀
行
を
問
に
立
て
て
の
南
発
券
の
融
通
で
埋
め
る
こ
と
に
な
っ
た
（
後
述
）
。

　
一
九
四
四
年
度
に
は
、
ビ
ル
マ
の
北
部
は
連
合
国
軍
に
奪
回
さ
れ
つ
つ
あ
り
、
戦
況
が
悪
化
す
る
中
、
収
税
機
能
は
一
層
弱
体
化
し
て
い
た

と
見
ら
れ
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
ビ
ル
マ
国
立
銀
行
の
対
照
表
に
記
さ
れ
た
「
公
金
預
金
」
も
、
一
九
四
四
年
六
月
末
に
＝
一
五
万
ル
ピ
ー
、

八
月
末
に
一
九
八
万
ル
ビ
ー
、
一
〇
月
末
に
三
四
七
堂
ル
ピ
ー
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
税
金
が
基
本
的
に
ビ
ル
マ
国
立
銀
行
に
収
め
ら
れ
て
い
た

と
仮
定
し
て
の
話
と
な
る
が
、
六
九
九
九
万
ル
ピ
ー
と
い
う
予
定
額
を
満
た
す
こ
と
は
全
く
無
理
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
現
に
、
一
九

四
四
年
一
〇
月
末
の
ビ
ル
マ
国
立
銀
行
の
バ
・
モ
オ
政
府
へ
の
貸
付
は
一
億
八
〇
四
一
万
ル
ビ
ー
（
「
政
府
貸
上
金
」
～
億
一
四
八
六
万
ル
ピ
ー
と

「
ビ
ル
マ
国
軍
貸
上
金
」
六
五
五
五
万
ル
ピ
ー
）
と
な
っ
て
い
た
。
三
月
末
の
貸
付
は
五
六
六
一
万
ル
ピ
ー
な
の
で
、
差
し
引
き
～
億
二
三
八
○
万

ル
ピ
ー
を
七
ヶ
月
で
融
資
し
た
こ
と
に
な
る
（
後
述
）
。
こ
の
ペ
ー
ス
で
貸
し
付
け
る
な
ら
、
～
二
ヶ
月
で
二
億
一
二
一
六
万
ル
ピ
ー
と
い
う
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こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
｝
九
四
四
年
度
の
予
算
総
額
を
や
や
上
参
る
数
字
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
バ
・
モ
オ
政
府
の
予
算
は
、
ほ
ぼ
全
額
が
南

発
券
で
賄
わ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

　
そ
れ
に
加
え
て
、
軍
費
や
進
出
企
業
の
資
金
と
し
て
の
南
発
券
の
放
出
も
、
加
速
度
的
に
進
ん
で
い
た
。
先
の
「
円
系
通
貨
発
行
実
質
高

調
」
に
よ
る
と
、
一
九
四
三
年
一
二
月
の
段
階
で
、
南
発
券
の
発
行
は
六
億
八
五
四
八
万
ル
ピ
ー
に
達
し
て
い
た
の
だ
と
い
う
。
南
発
ビ
ル
マ

支
金
庫
の
「
南
発
券
（
既
発
軍
票
ヲ
含
ム
）
流
通
高
調
」
で
も
、
護
送
の
累
計
が
六
門
馬
～
五
四
万
ル
ビ
ー
、
流
通
高
は
六
億
二
一
五
五
万
ル

　
　
　
　
　
　
　
⑫

ピ
ー
と
さ
れ
て
い
る
。
「
独
立
」
後
の
五
ヶ
月
で
、
一
挙
に
二
連
二
〇
〇
〇
万
～
三
億
九
〇
〇
〇
万
ル
ピ
ー
増
え
た
こ
と
に
な
る
。
仮
に
こ
の

中
で
七
〇
〇
〇
万
ル
ピ
ー
が
行
政
費
だ
っ
た
と
す
る
と
、
後
の
一
億
五
〇
〇
〇
万
～
三
石
二
〇
〇
〇
万
ル
ピ
ー
が
軍
費
だ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

　
こ
の
後
、
一
九
四
四
年
に
入
る
と
、
手
持
ち
の
史
料
は
「
円
系
通
貨
発
行
実
質
高
調
」
だ
け
に
な
る
が
、
三
月
に
は
一
〇
二
七
四
七
〇
万
ル

ピ
ー
に
達
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。
バ
・
モ
オ
政
府
の
一
九
四
三
年
八
月
～
一
九
四
四
年
三
月
の
歳
出
（
行
政
費
）
が
、
仮
に
計
画
通
り
一
億
八

七
九
六
万
ル
ピ
ー
で
済
み
、
税
収
が
計
画
の
半
分
（
二
〇
〇
〇
万
ル
ピ
ー
）
程
度
に
は
あ
っ
た
の
な
ら
、
「
独
立
」
以
後
の
八
ヶ
月
間
で
、
行
政

費
と
し
て
一
億
七
〇
〇
〇
万
ル
ピ
ー
が
、
軍
費
と
し
て
五
億
～
六
畜
ル
ピ
ー
が
新
規
に
ば
ら
撒
か
れ
た
こ
と
に
な
る
。

　
そ
の
後
の
一
九
四
四
年
度
（
一
九
四
四
年
四
月
～
一
九
四
五
年
三
月
）
に
つ
い
て
は
、
「
我
国
財
政
負
担
能
力
ト
要
負
担
額
ノ
試
算
」
に
よ
る
と
、

二
四
億
六
二
二
五
ル
ピ
ー
の
南
発
券
が
発
行
さ
れ
た
の
だ
と
い
う
。
バ
・
モ
オ
政
府
の
歳
出
が
、
計
画
通
り
の
～
億
八
四
九
八
万
ル
ピ
ー
で
収

ま
り
、
税
収
が
皆
無
に
近
か
っ
た
の
な
ら
、
行
政
費
と
し
て
～
内
済
○
○
○
万
ル
ピ
ー
程
度
、
軍
費
と
し
て
二
三
億
ル
ピ
ー
程
度
の
南
発
券
が

発
行
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。第

三
節
　
軍
費
、
進
出
企
業
の
運
営
費
の
使
用
例

　
以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
南
発
券
の
大
部
分
は
、
軍
費
や
進
出
企
業
の
運
営
費
と
し
て
ば
ら
撒
か
れ
た
。
そ
の
具
体
的
な
事
例
は
、
従
来
あ

ま
り
学
術
的
に
は
検
討
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
以
下
、
幾
つ
か
の
事
例
を
あ
げ
て
お
く
。
ま
ず
、
将
兵
の
た
め
の
食
料
の
収
買
に
つ
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㊧

い
て
は
、
第
～
八
師
団
管
理
部
の
一
九
四
三
年
一
月
の
陣
中
日
誌
が
注
目
さ
れ
る
。
同
管
理
部
は
、
人
員
五
～
二
人
、
馬
二
一
＝
頭
の
食
料
を

賄
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
が
、
一
月
四
日
に
は
中
国
系
商
人
か
ら
牛
肉
九
六
キ
ロ
、
川
魚
一
四
ビ
ス
、
豆
腐
二
五
〇
個
、
生
野
菜
六
〇
〇
キ
ロ
を

調
弁
し
、
翌
五
日
に
は
牛
肉
＝
ニ
キ
ロ
、
豆
腐
二
三
〇
個
、
生
野
菜
四
九
〇
キ
ロ
を
、
六
日
に
は
牛
肉
一
〇
〇
キ
ロ
、
豆
腐
二
五
〇
個
、
生

野
菜
五
四
〇
キ
ロ
を
、
七
日
に
は
豆
腐
九
六
個
、
生
野
菜
三
四
四
キ
ロ
、
鴨
画
一
〇
〇
〇
個
を
買
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
形

で
買
い
続
け
た
の
だ
と
す
る
と
、
ビ
ル
マ
に
は
、
初
期
に
は
五
万
人
、
最
も
増
え
た
時
に
は
三
〇
万
を
超
す
日
本
人
（
軍
・
民
）
が
い
た
の
だ

か
ら
、
食
費
だ
け
で
も
大
変
な
も
の
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
推
測
で
き
る
。

　
ま
た
、
現
地
住
民
の
労
務
に
対
す
る
支
払
い
に
つ
い
て
は
、
第
五
特
設
鉄
道
工
務
隊
の
高
田
守
氏
に
よ
る
と
、
～
日
に
つ
き
一
円
五
〇
銭
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

い
う
協
定
が
あ
っ
た
の
だ
と
い
う
。
ベ
ン
ガ
ル
湾
沿
い
の
シ
ッ
ト
ウ
ェ
地
区
で
は
、
一
九
四
四
年
七
月
現
在
で
、
～
日
に
つ
き
大
人
一
円
、
子

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

供
五
〇
銭
だ
っ
た
と
い
う
情
報
も
あ
る
の
で
、
多
少
の
ば
ら
つ
き
は
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
ビ
ル
マ
全
体
で
の
毎
月
の
労
働
者
数
の
推
移
は
、
手

元
の
史
料
か
ら
は
は
っ
き
り
と
は
わ
か
ら
な
い
。
だ
が
、
例
え
ば
第
四
野
戦
飛
行
場
設
定
隊
の
戦
闘
詳
報
に
は
、
申
部
平
坦
地
区
の
シ
ュ
エ
ボ

ゥ
の
飛
行
場
建
設
の
際
に
、
一
日
あ
た
り
三
五
〇
〇
人
を
使
っ
た
と
い
う
記
載
が
あ
る
。
そ
の
南
方
の
オ
ン
ド
ー
に
つ
い
て
も
、
一
九
四
二
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

一
二
月
の
二
九
日
間
で
、
の
べ
九
万
三
九
～
八
人
の
「
苦
力
」
を
使
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
計
算
す
る
と
、
一
日
平
均
で
三
〇
〇
〇
人
超
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
日
本
軍
は
、
ビ
ル
マ
全
土
で
飛
行
場
の
設
営
と
整
備
を
行
い
続
け
た
が
、
そ
れ
に
要
し
た
労
働
者
の
数
が
か
な
り
の
規
模
に

の
ぼ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
ま
た
、
一
般
の
軍
に
関
し
て
も
、
ベ
ン
ガ
ル
湾
に
臨
む
国
境
付
近
で
一
個
連
隊
（
三
〇
〇
〇
人
）
を
基
幹
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

活
動
し
て
い
た
桜
支
隊
が
、
一
六
五
七
人
の
労
務
者
を
雇
っ
て
い
た
と
い
う
記
事
が
あ
る
。

　
ビ
ル
マ
で
住
民
の
労
働
と
い
え
ば
、
泰
山
鉄
道
の
工
事
へ
の
動
員
が
有
名
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
工
事
、
荷
役
は
、
全
土
で
日
常
的
に
行
わ
れ

て
い
た
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
数
は
相
当
に
多
い
も
の
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
第
一
復
員
局
が
ま
と
め
た
「
緬
旬

方
面
軍
丘
一
曲
の
概
要
」
に
は
、
一
九
四
四
年
三
月
現
在
で
四
九
万
人
の
「
作
業
用
人
夫
」
を
使
用
し
て
い
た
と
記
さ
れ
て
い
る
程
で
あ
る
。
仮

に
四
九
万
人
を
～
日
一
円
五
〇
銭
で
雇
う
な
ら
、
一
ヶ
月
で
二
二
五
〇
万
円
が
必
要
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
第
二
節
で
、
一
九
四
四
年
初
期
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の
軍
費
の
ば
ら
撒
き
は
、
月
あ
た
り
六
〇
〇
〇
万
～
八
○
○
○
万
ル
ビ
ー
（
円
）
だ
っ
た
と
推
定
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

数
字
だ
が
、
軍
費
と
対
照
さ
せ
る
と
充
分
あ
り
得
た
数
だ
っ
た
と
い
え
そ
う
で
あ
る
。

小

括

四
九
万
人
と
い
う
の
は
一
見
過
大
な

　
以
上
の
よ
う
に
、
～
九
四
二
～
～
九
四
四
（
一
九
四
五
）
年
の
ビ
ル
マ
に
お
い
て
、
日
本
は
大
量
の
南
発
券
を
ば
ら
撒
い
た
。
一
九
四
三
年

八
月
の
「
独
立
」
ま
で
に
、
三
～
医
籍
ル
ピ
ー
が
発
行
さ
れ
た
が
、
戦
前
の
流
通
高
が
二
億
ル
ビ
ー
程
度
だ
っ
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
既
に
こ

の
時
点
で
通
貨
は
だ
ぶ
つ
き
、
南
発
券
の
価
値
は
下
落
し
始
め
て
い
た
と
い
え
る
。
ま
た
、
こ
の
段
階
ま
で
は
、
南
発
券
は
ほ
ぼ
軍
費
や
進
出

企
業
の
運
営
費
と
し
て
使
わ
れ
、
行
政
費
に
は
あ
ま
り
充
当
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
「
独
立
」
後
、
イ
ン
パ
ー
ル
作
戦
の
準
備
と
実
施
の
た
め

に
、
軍
費
と
し
て
の
南
発
券
の
放
出
は
加
速
度
的
に
進
ん
だ
。
行
政
費
も
、
ほ
と
ん
ど
が
南
発
券
に
よ
っ
て
賄
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
っ
た
。

　
と
は
い
え
、
行
政
費
は
相
対
的
に
少
な
い
も
の
だ
っ
た
。
し
か
も
、
ビ
ル
マ
で
も
行
政
費
は
「
内
務
部
」
「
教
育
部
」
な
ど
縦
揚
り
で
付
け

ら
れ
、
人
件
費
・
施
設
費
・
旅
費
な
ど
の
必
要
経
費
を
多
く
含
む
も
の
だ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
中
央
銀
行
の
主
な
業
務
が
行
政
費
の
管
理
に
と

ど
ま
る
の
な
ら
、
日
本
側
と
し
て
も
設
置
に
反
対
す
る
理
由
は
少
な
い
も
の
だ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
発
券
業
務
が
一
元
化
さ
れ
、
南

発
券
の
発
行
が
維
持
さ
れ
な
い
な
ら
ば
、
話
が
大
き
く
変
わ
っ
て
く
る
。

　
①
「
緬
旬
軍
政
史
」
、
三
二
二
頁
。
同
史
料
は
日
本
側
の
軍
政
担
当
者
た
ち
が
、

　
　
【
九
四
三
年
八
月
の
「
独
立
」
に
合
わ
せ
、
そ
れ
ま
で
の
軍
政
の
歩
み
を
記
し
た

　
　
内
部
資
料
。
防
衛
費
防
衛
研
究
所
蔵
、
資
料
番
号
は
、
南
西
・
ビ
ル
マ
・
六
八
～

　
　
七
皿
。

　
②
以
上
の
南
発
に
関
す
る
記
述
は
、
「
緬
旬
軍
政
史
」
三
三
一
⊥
二
三
三
頁
に
よ

　
　
る
。

　
③
隅
増
補
版
「
大
東
亜
共
栄
圏
」
の
形
成
と
崩
壊
撫
の
四
四
四
頁
を
参
照
。

　
④
「
緬
旬
軍
政
史
扁
三
四
三
～
三
四
四
頁
に
よ
る
。

そ
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
第
二
・
三
章
の
分
析
に
移
り
た
い
。

　
⑤
ビ
ル
マ
国
立
銀
行
設
立
準
備
委
員
会
の
日
本
側
顧
問
が
一
九
四
三
年
一
〇
月
に

　
　
ま
と
め
た
「
緬
旬
国
立
銀
行
設
立
準
備
委
員
会
審
議
記
録
」
（
ビ
ル
マ
中
央
銀
行

　
　
関
係
、
一
〇
三
～
一
　
七
頁
）
の
一
〇
四
頁
に
よ
る
。
魍
大
耳
旬
誌
』
上
（
国
分

　
　
正
三
監
修
、
緬
旬
研
究
会
編
、
三
省
堂
、
一
九
四
四
年
、
三
八
八
よ
二
九
二
頁
）

　
　
に
は
、
そ
の
内
訳
が
載
っ
て
い
る
が
、
月
に
よ
る
変
動
、
硬
貨
の
実
流
通
量
の
不

　
　
明
確
さ
の
た
め
、
日
本
側
も
正
確
に
は
掴
め
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
は
あ
る
。

　
⑥
日
本
ビ
ル
マ
協
会
編
『
ビ
ル
マ
統
計
書
隔
、
国
際
日
本
協
会
、
一
九
四
二
年
、

　
　
二
～
一
～
二
＝
曇
貝
。

115 （399）



⑦
「
緬
旬
軍
政
史
」
三
～
三
⊥
三
四
頁
。
ま
た
、
太
田
常
蔵
『
ビ
ル
マ
に
お
け

　
る
日
本
軍
政
史
の
研
究
臨
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
七
年
、
一
五
四
～
一
六
五
買
。

⑧
『
ビ
ル
マ
統
計
書
』
、
二
＝
頁
。

⑨
「
緬
出
軍
政
史
」
三
二
〇
～
叢
＝
頁
。
こ
れ
以
外
に
軍
政
監
部
は
塩
税
、
酒

　
税
な
ど
を
徴
収
し
、
合
計
七
二
七
万
ル
ピ
ー
の
収
入
を
得
て
い
た
。

⑩
『
ビ
ル
マ
に
お
け
る
目
本
軍
政
史
の
研
究
㎞
は
、
一
九
四
二
年
度
会
計
の
対
照

　
表
を
載
せ
（
一
五
四
～
～
六
五
頁
）
、
敵
産
収
入
、
財
政
調
整
繰
入
金
、
臨
時
会

　
計
な
ど
に
つ
い
て
も
記
し
て
い
る
。

⑪
「
緬
旬
軍
政
史
士
三
五
頁
。

⑫
『
ビ
ル
マ
に
お
け
る
B
本
軍
政
史
の
研
究
輪
　
七
〇
～
～
七
一
頁
。

⑬
「
緬
旬
軍
政
史
」
三
　
五
頁
、
『
ビ
ル
マ
に
お
け
る
B
本
軍
政
史
の
研
究
駄
一

　
六
六
～
一
⊥
ハ
七
頁
Q

⑭
し
d
・
§
①
。
。
Φ
O
。
く
Φ
ヨ
羅
鼻
b
d
§
賢
詔
旨
執
謹
声
誉
、
N
ミ
甲
叢
叢
、
曽
§
む
ホ
リ

　
し
u
農
Φ
毘
。
δ
翼
⑦
勺
旨
ぎ
α
q
軍
Φ
ω
器
ω
曽
ワ
ω
如

⑮
南
発
ビ
ル
マ
支
金
庫
「
南
発
券
（
既
発
行
軍
票
ヲ
含
ム
）
流
通
商
調
」
（
ビ
ル

　
マ
中
央
銀
行
関
係
、
　
一
六
四
頁
）
。

⑯
「
緬
旬
軍
政
史
」
三
四
二
頁
。

⑰
『
ビ
ル
マ
に
お
け
る
日
本
軍
政
史
の
研
究
』
一
七
九
頁
。

⑱
『
ビ
ル
マ
に
お
け
る
日
本
軍
政
史
の
研
究
臨
一
七
九
頁
。

⑲
b
d
自
舅
①
ω
Φ
O
。
く
Φ
ヨ
器
昇
む
d
§
曹
再
再
翫
ミ
§
誉
こ
ミ
獣
偏
＄
㌶
ミ
H
譲
ρ

　
切
霞
Φ
窪
。
｛
ω
聾
①
軍
ぎ
酔
ヨ
α
q
℃
誘
ω
ω
窃
も
・
G
。
動

㊧
ご
d
¢
§
Φ
。
。
⑦
O
。
＜
Φ
凶
暴
昇
じ
誉
～
曇
琳
穿
職
ミ
ミ
守
門
、
電
畿
－
ま
嶺
爲
耕
鋤
一
虞
《

　
ω
長
Φ
窪
。
｛
ω
聾
Φ
甲
絹
屋
σ
q
℃
お
器
Φ
。
。
も
．
ω
如

⑳
　
　
「
（
仮
タ
イ
ト
ル
）
ビ
ル
マ
政
府
建
国
一
周
年
記
者
会
見
資
料
」
（
ビ
ル
マ
中
央

　
銀
行
関
係
、
三
四
七
～
三
九
二
買
）
の
三
五
五
頁
に
よ
る
。

⑫
　
　
「
南
発
券
（
既
発
行
軍
票
ヲ
含
ム
）
流
通
高
調
扁
（
ビ
ル
マ
中
央
銀
行
関
係
、

　
一
六
四
頁
）
。

⑳
　
　
門
第
一
八
師
団
管
理
部
陣
中
日
誌
」
（
防
衛
省
防
衛
研
究
所
所
蔵
、
南
西
・
ビ

　
ル
マ
・
二
四
四
）
Q

⑳
商
田
守
「
金
券
米
券
発
行
の
イ
キ
サ
ツ
扁
、
柳
井
潔
編
『
戦
う
ビ
ル
マ
鉄
道
隊
蝕
、

　
乙
三
ビ
ル
マ
会
本
部
、
　
一
九
六
二
年
、
四
八
一
頁
。

⑳
　
　
「
捜
索
第
五
四
連
隊
陣
中
日
誌
」
（
防
衛
省
防
衛
研
究
所
所
蔵
、
南
西
・
ビ
ル

　
マ
・
二
七
五
）
。
そ
の
一
九
四
四
年
七
月
一
七
日
の
記
事
に
よ
る
。

⑳
　
「
第
四
野
戦
飛
行
場
設
定
隊
戦
闘
詳
報
」
（
防
衛
省
防
衛
研
究
所
所
蔵
、
綾

　
空
・
三
F
A
・
六
四
）
。
こ
れ
は
、
一
九
四
三
年
一
月
三
一
日
付
け
で
作
成
さ
れ

　
た
史
料
で
あ
る
。

⑳
　
支
隊
長
だ
っ
た
桜
井
徳
太
郎
少
将
が
記
し
て
い
た
日
記
の
一
九
四
四
年
三
月
二

　
一
日
に
よ
る
（
桜
井
徳
太
郎
欄
元
陸
軍
少
将
桜
井
徳
太
郎
陣
中
日
誌
』
、
四
国
地

　
区
ビ
ル
マ
戦
友
団
体
連
絡
協
議
会
、
一
九
八
一
年
、
一
〇
八
頁
）
。

鰺
　
第
一
復
員
局
「
乳
下
方
面
軍
兵
姑
の
概
要
」
（
防
衛
省
防
衛
研
究
所
蔵
、
南

　
西
・
ビ
ル
マ
・
六
八
○
）
。
一
九
四
九
年
に
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
。

⑳
　
こ
の
他
、
徴
発
し
た
牛
へ
の
愚
身
に
つ
い
て
、
筆
者
は
博
士
論
文
で
言
及
し
た

　
こ
と
が
あ
る
。
併
せ
て
参
照
さ
れ
た
い
（
拙
著
『
日
本
占
領
と
ビ
ル
マ
の
民
族
運

　
動
輪
、
名
古
屋
大
学
、
～
九
九
八
年
、
～
三
八
～
～
四
一
頁
）
。
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第
二
章
　
ビ
ル
マ
国
立
銀
行
の
誕
生

以
下
、
本
章
で
は
、
ビ
ル
マ
国
立
銀
行
が
い
か
に
計
画
さ
れ
、
発
足
後
ど
の
よ
う
に
業
務
を
こ
な
し
た
の
か
を
見
る
。



第
［
節
中
央
銀
行
設
立
の
計
画

日本占領期ビルマにおける国立銀行問題（武島）

　
東
条
内
閣
は
、
東
南
ア
ジ
ア
の
占
領
を
進
め
て
い
く
中
、
挙
国
一
致
で
「
大
東
亜
」
の
将
来
計
画
を
議
論
す
る
形
を
と
り
、
諮
問
機
関
で
あ

る
大
東
亜
建
設
審
議
会
を
設
置
し
た
。
同
審
議
会
は
、
～
九
四
二
年
七
月
二
三
日
に
「
大
東
亜
金
融
、
財
政
及
交
易
基
本
政
策
」
を
決
定
し
た
。

そ
こ
で
は
、
「
大
東
亜
」
各
地
域
に
発
券
銀
行
を
置
く
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
そ
の
運
営
に
つ
い
て
は
、
「
構
成
及
機
構
上
B
本
銀
行
ト
緊
密
ナ

ル
脈
絡
ア
ラ
シ
メ
其
ノ
業
務
二
付
テ
ハ
実
情
二
即
シ
之
ヲ
定
メ
」
る
と
さ
れ
た
。
そ
の
際
、
新
銀
行
券
の
印
刷
・
鋳
貨
に
つ
い
て
、
日
本
の
指

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

導
下
で
既
存
の
設
備
を
利
用
し
、
「
総
テ
皇
国
二
戸
テ
之
ヲ
把
握
ス
ル
モ
ノ
ト
」
さ
れ
て
い
た
。
東
条
内
閣
は
、
日
本
銀
行
法
を
制
定
し
、
政

府
に
よ
る
日
銀
の
統
制
を
強
化
し
て
い
た
が
、
ビ
ル
マ
に
つ
い
て
も
指
導
・
統
制
を
意
識
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
東
条
内
閣
は
、
開
戦
当
初
か
ら
ビ
ル
マ
や
フ
ィ
リ
ピ
ン
に
つ
い
て
、
日
本
の
指
導
下
で
「
独
立
」
さ
せ
る
腹
積
も
り
だ
っ
た
。
そ
れ
に
反
対

す
る
南
方
軍
と
意
見
の
調
整
を
図
り
つ
つ
、
～
九
四
二
年
一
月
～
四
日
の
大
本
営
政
府
連
絡
会
議
に
お
い
て
「
大
東
亜
戦
争
完
遂
ノ
為
ノ
書
字

独
立
施
策
二
関
ス
ル
件
」
を
決
定
し
た
。
こ
れ
は
、
「
戦
争
完
遂
ノ
為
軍
事
上
、
政
治
上
、
経
済
上
帝
国
ト
完
全
ナ
ル
協
力
ヲ
為
ス
モ
ノ
ナ
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

旨
」
の
約
束
を
す
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
ビ
ル
マ
の
「
独
立
」
を
認
め
る
も
の
だ
っ
た
。
そ
の
後
、
同
年
三
月
～
○
日
の
大
本
営
政
府
連
絡

会
議
で
「
緬
旬
独
立
指
導
要
綱
」
が
定
め
ら
れ
、
「
独
立
」
の
内
容
が
よ
り
具
体
化
さ
れ
た
。
財
政
に
つ
い
て
は
、
「
別
冊
」
で
、
「
一
六
、
金

融
二
関
シ
テ
ハ
資
金
ノ
交
流
、
決
済
方
法
、
換
箕
艶
書
鳥
箒
帝
国
及
爾
他
ノ
地
域
ト
ノ
協
力
的
体
制
二
極
テ
之
ヲ
整
備
ス
　
発
券
機
構
ヲ
整

備
シ
薪
ナ
ル
通
貨
制
度
ヲ
確
立
ス
　
但
シ
張
力
実
施
ノ
時
期
ハ
諸
般
ノ
情
勢
ヲ
考
慮
シ
テ
別
二
定
ム
　
｝
七
、
財
政
ハ
速
二
自
立
セ
シ
ム
ル
如

　
　
　
　
　
　
　
　
④

ク
指
導
ス
」
と
さ
れ
た
。

　
大
東
亜
建
設
審
議
会
の
答
申
と
比
べ
る
と
、
財
政
自
立
と
い
う
概
念
が
新
た
に
加
わ
っ
た
の
が
大
き
な
相
違
点
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の

「
自
立
」
の
意
味
は
、
賀
屋
興
宣
蔵
相
が
述
べ
た
よ
う
に
、
「
日
本
二
財
政
上
ノ
負
担
ヲ
カ
ク
ル
ハ
適
当
ナ
ラ
ズ
」
と
い
う
発
想
に
も
と
つ
く

も
の
で
あ
り
、
民
族
自
決
に
配
慮
す
る
意
味
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
大
蔵
省
は
、
九
日
二
〇
日
の
両
日
に
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⑤

わ
た
り
、
ビ
ル
マ
に
「
財
政
負
担
」
「
将
来
応
分
の
負
撫
」
を
さ
せ
る
こ
と
を
提
案
し
て
い
た
。

　
こ
れ
ら
は
、
「
欲
が
深
す
ぎ
る
」
「
搾
取
の
意
に
な
る
の
で
適
当
で
な
い
」
と
さ
れ
、
こ
の
時
に
は
取
り
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
。
た
だ
、
バ
・

モ
オ
政
府
の
一
九
四
三
年
度
予
算
に
は
一
二
〇
〇
万
ル
ビ
ー
、
一
九
四
四
年
度
予
算
に
は
一
八
○
○
万
ル
ピ
ー
の
「
戦
争
割
り
当
て
金
」
（
壽
H

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

腰
巷
8
Φ
ω
蹉
。
巨
舞
）
が
計
上
さ
れ
て
い
る
。
史
料
不
足
に
よ
り
、
こ
の
「
戦
争
割
り
当
て
金
」
の
性
格
を
掘
り
下
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、

ド
イ
ツ
が
行
っ
た
よ
う
な
占
領
地
へ
の
課
金
だ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。

　
と
も
あ
れ
、
こ
の
よ
う
な
大
本
営
政
府
連
絡
会
議
で
の
決
定
を
受
け
、
三
月
二
四
日
に
は
、
関
係
主
務
省
問
で
「
「
ビ
ル
マ
」
二
於
ケ
ル
薪

通
貨
制
度
確
立
要
綱
（
案
）
」
が
ま
と
め
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
「
独
立
」
後
～
年
以
内
を
目
標
に
、
ビ
ル
マ
中
央
銀
行
を
設
立
し
、
以
後
は
同
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

が
独
占
的
に
発
行
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
を
受
け
て
、
現
地
軍
（
第
一
五
軍
の
上
に
新
設
さ
れ
た
ビ
ル
マ
方
面
軍
）
は
バ
・
モ
オ
行
政
府
と
協

議
し
、
ビ
ル
マ
新
政
府
が
同
行
に
全
額
出
資
す
る
こ
と
を
認
め
さ
せ
た
（
一
九
四
三
年
五
月
）
。
バ
・
モ
オ
行
政
府
の
財
務
部
は
、
～
九
四
二
年

八
月
に
「
亭
亭
国
立
銀
行
草
案
」
を
ま
と
め
て
お
り
、
バ
・
モ
オ
側
は
自
前
の
国
立
銀
行
を
持
ち
た
い
と
い
う
希
望
を
、
前
々
か
ら
持
っ
て
い

　
　
　
　
　
③

た
よ
う
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
八
月
～
日
の
「
独
立
」
の
後
、
同
月
＝
日
に
、
大
東
亜
省
連
絡
委
員
会
幹
事
会
で
「
「
ビ
ル
マ
」
二
於
ケ
ル
国
立
銀
行
設
立
指

導
要
領
」
が
定
め
ら
れ
た
。
そ
の
内
容
は
、
で
き
る
だ
け
速
や
か
に
ビ
ル
マ
国
立
銀
行
を
つ
く
り
、
将
来
は
そ
れ
を
中
央
銀
行
に
す
る
、
資
金

を
南
発
が
供
給
す
る
、
役
員
は
ビ
ル
マ
人
と
す
る
が
、
先
方
が
望
め
ば
日
本
人
も
参
加
す
る
、
「
独
立
」
後
概
ね
一
年
以
内
に
独
占
的
に
発
券

業
務
を
行
う
、
そ
の
際
に
、
日
本
側
の
必
要
と
す
る
軍
備
・
開
発
の
資
金
を
、
日
本
側
金
融
機
関
に
円
滑
に
供
給
す
る
、
差
し
当
た
り
印
刷
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

日
本
側
が
行
う
、
保
証
は
金
銀
・
地
金
・
公
債
な
ど
で
行
う
、
な
ど
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。
こ
れ
は
、
前
年
の
大
東
亜
建
設
審
議
会
の
答
申
を
、

ほ
ぼ
忠
実
に
受
け
継
い
だ
も
の
と
い
え
る
。

　
こ
の
要
領
を
受
け
る
形
で
、
同
じ
八
月
一
一
日
に
、
国
立
銀
行
設
立
準
備
委
員
会
が
つ
く
ら
れ
た
。
委
員
長
は
、
バ
・
モ
オ
政
府
の
財
務
相

と
な
っ
た
ウ
ー
・
テ
ー
・
マ
ウ
ン
で
あ
る
。
こ
の
委
員
会
は
、
八
～
九
月
に
何
度
か
開
催
さ
れ
、
「
緬
旬
国
立
銀
行
条
例
」
（
｝
二
月
一
八
日
施
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⑩

行
）
に
繋
が
る
一
般
的
な
規
程
を
定
め
て
い
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
南
発
券
の
発
行
が
い
よ
い
よ
増
え
る
中
で
、
新
通
貨
の
発
行
額
を
増

加
さ
せ
る
こ
と
も
定
め
た
。
日
本
側
は
～
○
億
チ
ャ
ッ
ト
（
国
立
銀
行
券
の
通
貨
単
位
は
ル
ピ
ー
に
替
え
て
チ
ャ
ッ
ト
と
さ
れ
た
）
と
概
算
し
た
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

ビ
ル
マ
側
が
　
五
億
チ
ャ
ッ
ト
に
す
る
こ
と
を
希
望
し
、
了
承
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
や
り
取
り
か
ら
す
る
と
、
南
発
券
を
全
面
的
に
国
立

銀
行
券
に
置
き
換
え
て
い
く
こ
と
を
、
日
雇
の
双
方
が
前
提
と
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
テ
ー
・
マ
ウ
ン
委
員
長
の
主
張
で
、
ビ
ル

マ
国
立
銀
行
の
役
員
に
は
日
本
人
を
入
れ
な
い
こ
と
と
さ
れ
た
。
と
は
い
え
、
そ
の
代
わ
り
に
、
正
副
の
日
本
人
顧
問
と
顧
問
補
が
配
置
さ
れ

た
の
で
、
日
本
側
は
彼
ら
を
通
し
て
同
行
に
介
入
す
る
こ
と
が
可
能
だ
っ
た
。

　
こ
の
委
員
会
に
参
加
し
た
南
風
ビ
ル
マ
支
金
庫
長
の
石
田
勲
は
、
日
本
銀
行
が
一
億
円
の
ク
レ
ジ
ッ
ト
を
与
え
る
こ
と
が
必
要
だ
と
考
え
て

い
た
よ
う
だ
が
、
そ
れ
は
計
画
に
と
ど
ま
っ
た
。
ま
た
石
田
に
よ
れ
ば
、
国
立
銀
行
券
の
発
行
後
も
、
南
新
が
「
新
中
央
銀
行
ト
表
裏
～
体
的

ノ
緊
密
ナ
連
繋
ヲ
保
チ
」
、
日
本
側
の
資
金
を
～
飽
し
て
借
り
受
け
る
つ
も
り
だ
っ
た
と
い
う
。
将
来
的
に
南
発
を
解
消
す
る
つ
も
り
で
は
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

か
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
石
田
は
、
ビ
ル
マ
の
財
政
と
内
地
金
融
を
切
断
す
る
こ
と
も
確
認
し
て
い
た
。

第
二
節
ビ
ル
マ
国
立
銀
行
の
発
足

　
こ
の
よ
う
な
準
備
段
階
を
経
て
、
ビ
ル
マ
国
立
銀
行
は
一
九
四
四
年
～
月
一
五
日
に
開
業
し
た
。
総
裁
は
ウ
i
・
バ
・
マ
ウ
ン
、
日
本
人
顧

問
は
下
岡
忠
～
、
副
顧
問
は
南
画
の
石
田
勲
、
顧
問
補
は
片
山
強
で
あ
る
。
下
岡
と
片
山
は
日
本
銀
行
か
ら
の
出
向
で
あ
り
、
前
後
し
て
ビ
ル

マ
に
到
着
し
た
。
開
業
直
前
の
一
月
一
〇
日
に
開
か
れ
た
第
　
圓
重
役
会
で
は
、
当
座
預
金
の
利
率
を
年
○
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
、
定
期
預
金
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

利
率
を
半
年
で
五
五
パ
ー
セ
ン
ト
、
年
ニ
パ
ー
セ
ン
ト
に
す
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
た
。
一
月
末
の
貸
借
対
照
表
に
よ
る
と
、
資
産
三
九
九
四

万
ル
ピ
ー
の
う
ち
、
～
○
○
○
万
ル
ビ
ー
が
バ
・
モ
オ
政
府
出
資
の
資
本
金
、
二
四
三
八
万
ル
ピ
ー
が
告
発
か
ら
引
き
継
い
だ
（
健
又
貸
し
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

れ
た
）
政
府
へ
の
貸
し
金
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
合
計
す
る
と
三
四
三
八
万
ル
ピ
ー
に
な
り
、
資
産
の
八
六
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
て
い
た
。
そ
れ

を
、
二
選
か
ら
年
利
ニ
パ
ー
セ
ン
ト
で
借
り
て
い
る
形
で
あ
る
。
そ
し
て
、
三
九
六
七
万
ル
ピ
ー
（
資
産
の
九
九
パ
ー
セ
ン
ト
）
を
、
年
利
三
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パ
ー
セ
ン
ト
で
バ
・
モ
オ
政
府
に
貸
す
の
だ
っ
た
。
単
純
計
算
す
れ
ば
、
年
間
五
〇
万
ル
ピ
ー
程
度
の
儲
け
が
出
る
筈
だ
っ
た
。
一
般
の
預
け

入
れ
金
は
、
一
月
末
ま
で
に
五
五
六
万
ル
ピ
ー
程
度
を
得
た
よ
う
だ
が
、
こ
の
う
ち
四
〇
〇
万
ル
ピ
ー
は
、
ビ
ル
マ
国
軍
と
イ
ン
ド
国
民
軍
か

ら
の
預
金
だ
っ
た
。
こ
れ
ら
は
お
そ
ら
く
、
軍
の
内
部
で
な
さ
れ
た
貯
金
運
動
に
よ
る
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
の
分
を
差
し
引
い
た
純
粋

な
民
間
の
預
金
は
、
一
五
〇
万
ル
ピ
ー
程
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

　
以
下
、
一
九
四
四
年
一
〇
月
末
ま
で
の
貸
借
表
を
欄
外
に
示
し
た
（
九
月
配
分
は
欠
）
。
一
〇
月
末
の
資
産
は
、
南
発
か
ら
の
借
り
入
れ
が
九

三
一
九
四
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
て
お
り
、
資
金
を
同
金
庫
に
依
存
す
る
態
勢
は
変
わ
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
発
足
時
に
八
六
パ
ー
セ

ン
ト
だ
っ
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
南
発
へ
の
依
存
は
強
ま
っ
て
い
た
こ
と
に
さ
え
な
る
。
ま
た
、
ビ
ル
マ
国
軍
の
資
金
も
「
政
麻
貸
上
金
」
の

一
翼
を
撫
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
す
る
と
、
得
た
資
金
を
ほ
ぼ
全
面
的
に
バ
・
モ
オ
政
府
に
供
給
し
続
け
て
い
た
こ
と
も
確
認
で
き
る
。
開
業
か

ら
い
年
弱
の
間
、
同
行
の
性
格
・
役
割
に
は
大
き
な
変
化
が
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。

　
自
己
資
金
を
最
後
ま
で
増
や
せ
な
か
っ
た
の
は
、
一
つ
に
は
預
金
が
全
く
と
言
っ
て
よ
い
程
増
え
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
自
己
資
金
の
比

率
は
、
一
月
末
の
時
点
で
は
当
座
預
金
を
中
心
に
一
四
パ
ー
セ
ン
ト
あ
っ
た
の
が
、
～
○
月
末
に
は
七
パ
ー
セ
ン
ト
に
ま
で
落
ち
て
い
た
。
預

金
は
住
民
か
ら
ほ
と
ん
ど
得
ら
れ
な
か
っ
た
だ
け
で
な
く
、
ビ
ル
マ
国
軍
や
イ
ン
ド
国
民
軍
の
も
の
も
す
ぐ
に
引
き
出
さ
れ
る
結
果
に
な
っ
て

い
た
。
自
己
資
金
が
増
え
な
か
っ
た
も
う
一
つ
の
理
由
は
、
税
収
が
一
層
減
退
し
た
こ
と
で
あ
る
。
同
行
は
、
中
央
銀
行
の
通
例
と
し
て
、

バ
・
モ
オ
政
府
が
収
め
た
税
金
を
管
理
す
る
役
割
を
担
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
九
四
四
年
六
月
に
初
め
て
計
上
さ
れ
た
時
に
は
、

そ
の
額
は
僅
か
一
一
一
五
万
ル
ピ
ー
だ
っ
た
。
八
月
末
に
は
一
九
八
万
、
一
〇
月
末
に
は
三
四
七
万
と
多
少
は
増
え
た
が
、
予
算
規
模
が
一
億
八

○
○
○
万
ル
ピ
ー
に
及
ぶ
中
、
こ
れ
で
は
自
己
資
金
と
呼
べ
る
レ
ベ
ル
の
も
の
に
は
な
ら
な
か
っ
た
。

ユ20 （404）



日本占領期ビルマにおける国立銀行問題（武島）

　　　　　　　　　　　　表ビルマ国立銀行貸借表（単位は万ルピー）

　　　　　　　　（言葉を揃え、四捨五入するなど、武島が適宜手を加えている）

1944年1月末

借 貸

政府貸上金

3967

@うち2416が以前からの引き継ぎ

ｪ
資本金 ！000　　　　　　　　　　　」

銀行預金 工 当座預金

554

@うちビルマ国軍300、インド国民
R100

現金 26 定期預金 0．6

他 0．5 貯蓄預金 1

銀行借入金

2438

@うち2唄6が南発の政府貸上金引

ｫ継ぎ

ユ944年2月末

借 貸

政府貸ま：金 4575（＋608） 資本金 1000

銀行預金 6（率5） 当座預金

645

@うちビルマ国軍325、インド国民

R149、庶民銀行8

現金
37（＋ll）

@うち南発券34、在来貨幣3
定期預金 2（÷1）

他 2（＋1） 貯蓄預金 3（＋2）

銀行借入金 2969

雑預かり金 （国債買い入れ希望預金）

1944年3月末

借 貸

政府貸上金 5661万（＋1086＞ 資本金 1000

銀行預金 0 当座預金

420（一225）

@うちビルマ国軍1（一324）、イン

h国民軍ユ42、庶民銀行3

現金
36（＋ユ）

@うち南発券27、在来貨幣9
定期預金 2（＋0）

他 6（十4） 貯蓄預金 6（＋3）

銀行借入金 4267（＋1298）

雑預かり金 8（＋8）
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1944年4月末

借 貸

政府貸上金
一般：6491（＋830）

糟R：500（＋500）
資本金 1000

銀行預金 294（＋294） 当座預金
386（一34）

@インド国民軍は一142

現金
82（＋45）

@うち南発券72、在来貨幣9
定期預金 2（＋0）

他 4 貯蓄預金
29（＋23）’利子限度を上げ

ｽので増加

銀行借入金 5642（＋1375）

雑預かり金 0（一8）

特別預金（イン

h国民銀行）
48（÷48）

他 0

1944年5月末

借 貸

政府貸上金 8116（÷1625） 資本金 1000

銀行預金 ユ0 当座預金 575（＋ユ89）

現金 61 定期預金 1

其他 6（＋1） 貯蓄預金 32（÷4）

ビルマ国軍貸上金 ユ286（＋786） 銀行借入金 7839（＋2197）

特別預金 31（＋17）

他 0
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日本占領期ビルマにおける国立銀行問題（武島）

1944年6月末

借 貸

政府貸上金 8910（＋794） 資本金 1000

銀行預金
0（一10）

@期末につき引き出し
当座預金 479（一92）

現金
65（÷4）

@うち在来貨幣14
定期預金 ！

仮払金・未収利息・

蒲L財産（器具）
26（＋24） 貯蓄預金 32（＋7）

ビルマ国軍貸上金 2758（÷1472） 銀行借入金 1億0096（＋2256）

特別預金（自由印度銀行より） 66（＋35）

仮受金 0

未払利息 48

当期純益金 34

預金中，公金がユ25，銀行より預け84，一般預金は短期363，長期12。純益金は，積立金と政府へ
の納金に折半される予定。

1944年7月末

借 貸

政府貸上金 9718（＋807） 資本金 1000

ビルマ国軍貸上金 4521（＋1763） 準備金一前月未決算による 15（＋15）

中央卸売り共同組合 9（＋9） 銀行借入金 1億2619　（＋
Q523）

器具 3（＋0） 当歴預金 679（＋201）

他 33 定期預金 5（＋4）

現金 174（＋109） 貯蓄預金 50（＋11）
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1944年8月末

借 貸

政府貸上金 1億0ユ70（＋452） 資本金 1000

ビルマ国軍貸上金 5190（＋669） 準備金一前月未決算による 15（＋0）

嶺座貸越貸付金

47（＋38）

@うち庶民銀行19、中央卸

щ､同組合28

銀行借り入れ金 ユ億3710（÷1092）

器具 3（＋0） 当座預金 787（組18）

その他 50（＋17） 定期預金 4（＋1）

現金

189（÷15）

@うち南発券ユ67、在来貨
ｼ22

貯蓄預金 57（＋7）

雑預金 52（＋1）

特別預金

i自由印度国民銀行）
15（＋23）

其他 0（＋0）

預金中，公金が198，銀行より預け102，一般預金は624（短期600，長期25）。ケメンダイン支店
（当座21，貯蓄預金0．のの預金22。

1944年10月末

借 貸

政府貸上金 ユ億1486（＋650） 資本金 1000

ビルマ国軍貸上金 6555（＋507） 準備金一前月未決算による 15

当座貸越貸付金 19 銀行借り入れ金 1億6288（＋1324）

什器 4（＋0） 当座預金 1040（＋1ユ4）

その他 0 貯蓄預金 65（＋5）

損益 9（＋3） 定期預金 ユ0（＋5）

現金 315（＋！81） 雑預金 4

未取立手形 92（＋92）
特別預金

i自由印度国民銀行）
28

其他 1（＋0）

損益 30（＋0）

預金中，公金が347，銀行より預け55，短期一般預金700，長期一般預金25。
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日本占領期ビルマにおける国立銀行問題（武島）

①
　
明
石
陽
至
解
題
咽
大
東
亜
建
設
審
議
会
関
係
史
料
隔
　
一
、
龍
渓
書
舎
、
一
九
九

　
五
年
復
刻
、
五
八
～
六
〇
、
七
〇
頁
。

②
噸
日
本
占
領
と
ビ
ル
マ
の
民
族
運
動
隔
、
第
二
部
第
一
章
を
参
照
。

③
　
参
謀
本
部
編
明
杉
山
メ
モ
』
下
、
原
書
房
、
～
九
八
七
年
、
三
五
〇
～
三
五
一

　
頁
。

④
『
杉
山
メ
モ
匝
下
、
三
八
九
～
三
九
一
頁
。

⑤
軍
事
史
学
会
編
『
機
密
戦
争
日
誌
』
上
（
錦
正
社
、
一
九
九
八
年
、
三
六
六
頁

　
1
｝
九
四
三
年
三
月
九
日
の
記
事
）
と
糊
杉
山
メ
モ
摘
下
の
三
八
七
～
三
八
八
頁

　
に
よ
る
。

⑥
野
田
＄
⑦
○
。
く
Φ
ヨ
二
二
b
ご
ミ
麿
凶
事
§
§
調
製
こ
駅
Q
。
－
畿
ミ
謡
亀
甲
6
お
”

　
じ
d
霞
Φ
霞
。
｛
ω
舅
①
㍗
ぎ
号
σ
q
甲
㊦
ω
ω
①
ω
も
5
①
■

⑦
需
ビ
ル
マ
」
二
百
ケ
ル
新
通
貨
制
度
確
立
要
綱
（
案
）
」
（
ビ
ル
マ
中
央
銀
行

　
関
係
、
｝
一
九
～
一
二
〇
頁
）
に
よ
る
。

⑧
「
緬
旬
軍
政
史
」
三
四
〇
頁
。
ま
た
、
「
緬
旬
国
立
銀
行
設
立
雛
備
委
員
会
審

　
議
記
録
」
（
ビ
ル
マ
中
央
銀
行
関
係
、
一
〇
三
～
一
一
七
頁
）
の
一
〇
五
頁
に
も

　
記
述
が
あ
る
。

⑨
「
「
ビ
ル
マ
」
二
於
ケ
ル
国
立
銀
行
設
立
指
導
要
領
扁
（
ビ
ル
マ
照
星
銀
行
関
係
、

　
二
六
～
二
七
頁
）
を
参
照
。
審
議
過
程
で
作
成
さ
れ
た
「
ビ
ル
マ
ニ
於
ケ
ル
国
立

　
銀
行
設
立
要
綱
案
扁
（
ビ
ル
マ
中
央
銀
行
関
係
、
　
【
九
～
二
瓢
一
頁
、
二
九
～
一
二
三

第
三
章
日
緬
の
葛
藤

　
頁
）
も
、
ほ
ぼ
同
一
内
容
の
も
の
で
あ
る
。

⑩
「
ビ
ル
マ
支
金
庫
長
来
電
」
（
ビ
ル
マ
中
央
銀
行
関
係
、
三
五
～
三
九
頁
）
、

　
「
緬
旬
国
立
銀
行
条
例
案
」
（
ビ
ル
マ
中
央
銀
行
関
係
、
五
七
～
六
七
頁
）
な
ど

　
に
よ
る
。
前
者
は
、
一
九
四
一
二
年
九
月
一
八
日
に
石
田
南
発
支
金
庫
長
が
日
銀
総

　
裁
ら
に
打
っ
た
電
報
の
写
し
。
後
者
は
、
沢
田
廉
三
大
使
か
ら
青
木
一
男
大
東
亜

　
相
に
送
付
さ
れ
た
仮
訳
版
。

⑪
「
緬
旬
国
立
銀
行
設
立
準
備
委
員
会
審
議
記
録
」
（
ビ
ル
マ
中
央
銀
行
関
係
、

　
一
〇
三
～
一
一
七
頁
）
。
そ
の
一
〇
三
頁
に
よ
る
。

⑫
「
緬
旬
国
立
銀
行
設
立
二
伴
フ
当
面
ノ
諸
案
件
二
対
ス
ル
私
見
」
（
ビ
ル
マ
中

　
央
銀
行
関
係
、
二
〇
四
～
二
一
九
頁
）
の
二
ご
一
、
二
一
六
～
一
＝
七
頁
な
ど
を

　
参
照
。

⑬
一
九
四
四
年
一
月
一
七
日
付
け
下
岡
顧
問
か
ら
日
銀
外
事
局
長
へ
の
報
告
書
に

　
よ
る
（
ビ
ル
マ
中
央
銀
行
関
係
、
九
一
～
九
四
頁
）
。
そ
の
九
三
頁
を
参
照
。

⑭
一
月
末
の
対
照
表
は
、
ビ
ル
マ
中
央
銀
行
関
係
、
七
八
、
八
四
、
九
八
頁
を
参

　
照
。

⑮
　
こ
れ
ら
の
貸
借
表
は
、
ビ
ル
マ
申
央
銀
行
関
係
の
エ
ニ
六
、
二
七
六
、
二
四
一
、

　
二
八
四
、
三
一
六
、
三
四
四
、
四
〇
一
頁
に
記
載
さ
れ
た
表
を
も
と
に
筆
者
が
つ

　
く
っ
た
Q

　
以
上
、
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
ビ
ル
マ
に
中
央
銀
行
を
置
き
、
独
占
的
に
発
行
さ
せ
る
こ
と
は
、
大
東
亜
建
設
審
議
会
で
ま
と
め
ら
れ
た
既

定
方
針
だ
っ
た
。
そ
の
方
針
に
沿
っ
て
、
一
九
四
三
年
八
月
に
は
「
「
ビ
ル
マ
」
口
蓋
ケ
ル
国
立
銀
行
設
立
指
導
要
領
」
が
ま
と
め
ら
れ
、
発

券
業
務
を
一
年
以
内
に
全
面
的
に
同
行
に
移
す
こ
と
と
さ
れ
た
。
同
行
が
行
政
費
の
み
を
管
理
す
る
の
な
ら
、
扱
う
金
額
の
少
な
さ
か
ら
し
て
、
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そ
の
設
置
に
反
対
す
る
声
は
あ
が
り
に
く
か
っ
た
筈
で
あ
る
。
し
か
し
、
発
券
の
＝
劇
化
が
決
ま
っ
た
た
め
に
、
日
本
の
行
動
に
支
障
が
出
る

可
能
性
が
高
ま
っ
た
。
し
か
も
、
一
九
四
三
年
八
月
の
「
独
立
」
以
後
、
南
発
券
の
発
行
は
加
速
度
的
に
増
え
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
下

で
、
～
年
以
内
に
発
券
を
全
面
的
に
移
す
と
い
う
方
針
が
継
続
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
本
章
で
は
そ
の
こ
と
を
探
っ
て
い
く
。

　
ま
た
、
日
本
側
の
負
担
を
減
ら
す
意
味
で
、
独
立
採
算
の
理
念
を
取
り
入
れ
る
の
な
ら
、
「
「
ビ
ル
マ
」
二
郷
ケ
ル
国
立
銀
行
設
立
指
導
要

領
」
の
、
国
立
銀
行
券
を
金
銀
・
地
銀
・
公
債
で
保
証
す
る
と
い
う
方
針
が
動
揺
し
た
こ
と
も
予
測
で
き
る
。
し
か
も
、
税
収
の
見
込
み
が
立

た
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
国
立
銀
行
券
を
増
刷
す
る
予
定
だ
っ
た
の
だ
か
ら
、
融
資
が
無
駄
に
な
る
可
能
性
も
高
か
っ
た
。
こ
れ
ら
の
問
題

も
、
併
せ
て
分
析
す
る
こ
と
と
す
る
。
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第
一
節
　
発
券
を
め
ぐ
る
攻
防

　
ま
ず
、
ビ
ル
マ
国
立
銀
行
券
の
発
券
問
題
に
つ
い
て
見
る
。
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
一
九
四
三
年
八
月
一
一
日
の
「
「
ビ
ル
マ
」
二
於
ケ
ル

国
立
銀
行
設
立
指
導
要
領
」
で
は
、
「
独
立
」
後
概
ね
一
年
以
内
に
独
占
的
に
発
券
業
務
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
た
。
そ
の
際
、
差
し
当
た
り
印

刷
を
日
本
で
行
う
こ
と
、
B
本
側
が
必
要
と
す
る
資
金
を
、
日
本
側
の
金
融
機
関
に
円
滑
に
供
給
す
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
た
。
独
占
的
に
と
い

う
こ
と
な
の
で
、
概
ね
一
年
以
内
に
南
発
の
発
券
業
務
を
停
止
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
南
発
の
石
田
勲
は
、
同
年
一
〇
月
一
〇
日
付
け
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

私
案
で
、
発
券
後
も
始
発
が
新
中
央
銀
行
と
連
携
す
る
と
し
な
が
ら
も
、
発
券
業
務
を
手
放
す
こ
と
を
是
認
し
て
い
た
。
同
じ
南
発
の
昭
南
駐

在
理
事
室
の
三
宅
某
も
、
一
九
四
四
年
三
月
九
日
着
の
電
報
で
、
発
券
を
一
九
四
五
年
一
月
一
五
日
に
開
始
し
、
そ
れ
と
同
時
に
南
発
券
の
新

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

規
発
行
を
停
止
す
る
案
を
伝
え
て
い
た
。
さ
ら
に
、
一
九
四
四
年
三
月
二
六
日
の
ビ
ル
マ
国
立
銀
行
の
第
三
圓
理
事
会
で
は
、
日
本
に
留
学
生

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

を
送
り
、
印
刷
・
造
幣
技
術
を
取
得
す
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
た
。

　
第
一
章
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
一
九
四
三
年
八
月
の
「
独
立
」
以
後
、
南
発
券
は
行
政
費
・
軍
費
の
両
方
に
つ
い
て
加
速
度
的
に
発
行
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
で
も
、
一
九
四
四
年
の
春
頃
ま
で
は
、
全
面
的
に
置
き
換
え
る
方
針
は
変
わ
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。



日本占領期ビルマにおける国立銀行問題（武島）

　
と
こ
ろ
が
、
同
年
五
月
六
日
に
下
岡
顧
問
が
、
ビ
ル
マ
国
立
銀
行
券
の
印
欄
（
の
事
務
）
が
難
渋
し
て
い
る
の
で
、
印
刷
開
始
と
同
時
に
南

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

発
券
の
回
収
を
す
る
こ
と
は
不
可
能
だ
と
述
べ
た
。
下
岡
は
、
金
庫
の
場
所
が
な
い
こ
と
も
危
惧
し
て
い
た
。
下
岡
の
書
簡
が
日
銀
に
届
く
ま

で
や
や
問
が
あ
っ
た
よ
う
だ
が
、
こ
れ
ら
の
問
題
は
関
係
者
の
間
で
深
刻
化
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
、
沢
田
大
使
は
現
地
軍
と
話
し

合
い
、
発
券
後
も
あ
る
程
度
の
時
期
ま
で
は
軍
票
の
流
通
を
認
め
る
と
い
う
希
望
を
、
五
月
一
七
日
発
の
電
報
で
青
木
一
男
大
東
亜
大
臣
に
伝

　
⑤

え
た
。
日
本
本
国
で
は
、
六
月
一
二
日
に
陸
海
外
蔵
大
東
亜
の
五
省
で
「
専
意
通
貨
政
策
二
関
ス
ル
件
」
と
い
う
申
し
合
わ
せ
が
行
わ
れ
、
発

券
開
始
後
も
保
有
量
が
不
充
分
な
間
は
、
南
発
券
を
発
行
し
続
け
る
と
し
た
。
こ
れ
が
ビ
ル
マ
に
六
月
二
九
日
に
伝
え
ら
れ
、
さ
ら
に
同
日
の

追
加
の
電
報
（
二
〇
五
号
電
）
で
、
状
況
か
ら
し
て
当
分
は
南
発
券
の
併
用
に
な
る
と
さ
れ
た
。
ま
た
、
南
発
券
を
発
行
し
続
け
る
の
だ
か
ら
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

日
本
側
の
所
要
資
金
を
ビ
ル
マ
側
か
ら
供
給
し
て
も
ら
う
必
要
も
な
い
と
さ
れ
た
。

　
こ
の
決
定
は
、
特
に
最
後
の
部
分
が
重
要
で
あ
る
。
日
本
側
の
所
要
資
金
を
ビ
ル
マ
国
立
銀
行
か
ら
切
り
離
し
、
南
発
券
で
賄
い
続
け
る
と

い
う
の
で
あ
る
。
南
発
券
の
発
行
が
加
速
度
的
に
進
む
中
、
こ
れ
は
日
本
側
に
と
り
現
実
的
な
方
策
だ
っ
た
。
半
面
、
こ
の
決
定
は
、
「
「
ビ
ル

マ
」
二
二
ケ
ル
国
立
銀
行
設
立
指
導
要
領
」
の
、
ビ
ル
マ
国
立
銀
行
に
よ
る
発
券
業
務
の
独
占
と
い
う
内
容
を
取
り
消
す
も
の
だ
っ
た
。
そ
の

た
め
、
ビ
ル
マ
側
の
強
い
反
発
を
招
き
、
七
～
八
月
の
バ
・
モ
オ
政
府
の
閣
議
に
提
出
さ
れ
た
「
通
貨
委
員
会
報
告
草
案
要
旨
」
で
は
、
新
紙

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

幣
の
発
行
の
＝
兀
化
が
必
要
だ
と
い
う
こ
と
が
改
め
て
主
張
さ
れ
た
。
下
岡
顧
問
は
、
日
本
と
ビ
ル
マ
の
板
挟
み
に
な
っ
て
苦
慮
し
た
よ
う
で
、

七
月
一
〇
日
の
「
内
容
要
点
」
（
お
そ
ら
く
石
田
副
顧
問
が
執
筆
し
た
も
の
）
と
同
日
の
片
山
顧
問
補
の
報
告
書
に
は
、
下
岡
の
立
場
を
考
え
て
ほ

し
い
と
い
う
意
味
の
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
彼
ら
が
そ
こ
で
訴
え
た
内
容
は
、
南
発
券
の
発
行
の
停
止
で
は
な
く
、
国
立
銀
行
券

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

の
印
刷
を
促
進
し
て
ほ
し
い
と
い
う
も
の
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。

　
ビ
ル
マ
側
の
不
満
は
そ
の
後
も
高
ま
っ
て
い
き
、
九
月
に
バ
・
ハ
ン
調
査
団
が
バ
・
モ
オ
政
府
に
提
出
し
た
中
間
報
告
書
に
は
、
軍
票
（
南

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

発
券
）
の
発
行
は
中
央
銀
行
券
の
発
行
と
同
時
に
停
止
す
る
も
の
と
了
解
し
て
い
る
と
い
う
旨
、
記
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
日
本
側
の
指
示

を
無
視
・
棚
上
げ
し
ょ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
＝
月
一
五
日
付
け
で
日
銀
外
事
局
長
に
送
ら
れ
た
昏
怠
書
に
よ
る
と
、
ビ
ル
マ
側
は
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「
通
貨
自
主
権
」
と
い
う
理
念
を
持
ち
出
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

　
同
報
告
書
に
よ
る
と
、
こ
の
段
階
で
の
日
緬
の
争
点
は
、
既
に
南
発
券
の
発
行
を
停
止
し
た
時
の
対
応
に
移
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
ビ
ル

マ
側
の
反
撃
に
対
し
、
日
本
側
も
す
ぐ
に
そ
こ
ま
で
の
譲
歩
を
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
同
報
告
書
に
よ
る
と
、
ビ
ル
マ
側
は
、
日

本
側
の
所
要
資
金
を
ビ
ル
マ
が
決
め
る
と
い
う
こ
と
や
、
必
要
な
都
度
、
協
定
を
結
ぶ
こ
と
を
求
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
際
、

供
給
す
る
資
金
に
対
し
、
比
例
的
に
円
を
受
け
取
る
こ
と
も
主
張
し
、
さ
ら
に
、
国
立
銀
行
が
國
収
し
た
南
発
券
に
課
税
す
る
（
円
な
ど
と
換

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

え
て
も
ら
う
ま
で
増
額
さ
れ
て
い
く
）
こ
と
を
訴
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
バ
・
モ
オ
政
府
は
、
財
政
の
自
立
を
進
め
る
べ
く
、
こ
こ
ま

で
の
要
求
を
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
の
要
求
に
対
し
、
日
本
側
は
、
同
年
末
に
は
、
通
貨
発
行
権
を
ビ
ル
マ
国
立
銀
行
に
一
元
化
す
る
こ
と
を
了
承
し
た
。
同
時
に
、
同

銀
行
が
日
本
の
軍
費
・
経
済
資
金
を
円
滑
に
供
給
す
る
こ
と
、
そ
れ
ら
を
日
本
側
の
借
入
金
と
し
て
扱
い
、
利
子
を
つ
け
る
こ
と
ま
で
が
合
意

さ
れ
た
。
こ
の
件
は
、
重
光
葵
が
大
臣
と
な
っ
て
い
た
大
東
亜
省
（
七
月
工
一
百
付
け
で
外
相
と
兼
任
）
で
ま
と
め
ら
れ
、
日
銀
の
幹
部
た
ち
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

圓
覧
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
際
、
日
本
側
は
、
先
に
バ
・
モ
オ
側
が
要
求
し
て
い
た
、
ビ
ル
マ
国
立
銀
行
に
よ
る
供
給
に
対
し
、
比
例
的

に
円
を
払
う
と
い
う
こ
と
を
覚
悟
し
て
い
た
。
だ
が
、
こ
の
時
に
は
そ
の
よ
う
な
要
求
は
な
さ
れ
ず
、
円
借
款
の
み
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
。
ま
た
、
回
収
後
の
南
発
券
の
処
理
に
つ
い
て
は
、
別
途
考
慮
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。
バ
・
モ
オ
政
府
は
、
目
標
と
す
る
通
貨
自
主

に
向
け
、
歩
を
進
め
る
こ
と
に
成
功
し
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
さ
ら
に
、
こ
の
後
の
一
九
四
五
年
二
月
に
は
、
一
連
の
合
意
事
項
を
条
文
に
し
た
「
ビ
ル
マ
金
融
協
定
」
を
結
ぼ
う
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
、

話
が
進
ん
だ
よ
う
で
あ
る
。
石
田
副
顧
問
は
、
同
年
二
月
～
六
日
の
報
告
（
様
式
か
ら
す
る
と
お
そ
ら
く
電
報
）
で
、
こ
の
よ
う
な
協
定
を
「
近

ク
締
結
ノ
予
定
」
だ
と
伝
え
て
い
る
。
そ
の
際
、
ビ
ル
マ
側
は
、
日
本
の
資
金
の
必
要
量
を
毎
月
提
示
す
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
と
い
う
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

で
あ
る
。
ま
た
、
軍
費
の
削
除
を
求
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
の
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。
と
も
あ
れ
、

「
近
ク
締
結
ノ
予
定
」
だ
と
い
う
の
だ
か
ら
、
年
末
段
階
で
の
合
意
事
項
は
、
最
低
限
組
み
込
む
予
定
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

128 （412）



日本占領期ビルマにおける国立銀行問題（武島）

第
二
節
　
置
き
換
え
の
ペ
ー
ス

　
発
券
の
主
体
を
め
ぐ
る
問
題
と
並
行
し
て
、
南
発
券
の
置
き
換
え
の
ペ
ー
ス
も
論
議
の
対
象
に
な
っ
た
。
一
九
四
三
年
八
月
の
「
「
ビ
ル

マ
」
二
於
ケ
ル
国
立
銀
行
設
立
指
導
要
領
」
で
は
、
置
き
換
え
の
ペ
ー
ス
ま
で
は
定
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
バ
・
モ
滞
留
府
側
は
、
一
貫

し
て
早
期
の
達
成
を
要
求
し
た
。
一
九
四
三
年
八
～
九
月
の
ビ
ル
マ
国
立
銀
行
設
立
準
備
委
員
会
で
の
論
議
の
段
階
で
、
日
本
側
が
国
立
銀
行

券
の
印
刷
を
一
〇
億
チ
ャ
ッ
ト
に
し
ょ
う
と
し
た
の
に
対
し
、
バ
・
モ
オ
側
は
一
五
億
チ
ャ
ッ
ト
を
要
求
し
た
。
「
円
系
通
貨
発
行
実
質
高

調
」
に
よ
れ
ば
、
一
九
四
三
年
九
月
の
時
点
で
南
発
券
は
四
億
九
七
〇
〇
万
ル
ピ
ー
分
発
行
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
を
置
き
換
え
る
の
な
ら
一
〇

億
チ
ャ
ッ
ト
で
も
充
分
な
よ
う
だ
が
、
新
銀
行
券
の
発
券
時
ま
で
に
さ
ら
に
乱
発
さ
れ
る
こ
と
を
見
越
し
、
こ
れ
だ
け
要
求
し
た
の
だ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

日
本
側
も
、
大
き
な
異
論
を
出
さ
ず
増
額
を
認
め
た
よ
う
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
南
発
券
の
発
行
は
ま
す
ま
す
加
速
し
、
　
一
九
四
四
年
六
月
に
は
一
五
億
ル
ピ
ー
を
超
え
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
に
対
応
す
る
た

め
に
、
一
九
四
四
年
五
月
～
五
日
目
、
バ
・
モ
オ
政
府
の
蔵
相
（
ウ
ー
・
セ
ッ
）
と
外
相
（
タ
キ
ン
・
ヌ
）
が
沢
田
大
使
を
訪
ね
、
新
銀
行
券
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

印
刷
を
三
〇
億
チ
ャ
ッ
ト
に
し
た
い
と
申
し
入
れ
た
。
こ
の
件
は
、
沢
田
か
ら
青
木
大
東
亜
相
に
伝
え
ら
れ
た
が
、
六
月
一
二
日
の
「
対
緬
通

貨
政
策
二
関
ス
ル
件
」
に
は
、
こ
の
要
求
を
是
認
す
る
よ
う
な
文
言
は
見
当
た
ら
な
い
。
そ
の
代
わ
り
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
新
銀
行
券
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

不
足
す
る
な
ら
南
発
券
の
発
行
を
続
け
う
と
い
う
指
示
が
下
さ
れ
た
。
増
刷
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

　
こ
の
後
、
第
一
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
バ
・
モ
オ
政
府
は
、
通
貨
発
行
の
＝
兀
化
を
日
本
側
に
求
め
続
け
た
。
そ
の
間
の
、
ビ
ル
マ
国
立
銀

行
券
の
印
刷
額
に
関
す
る
交
渉
の
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。
た
だ
、
結
論
と
し
て
は
、
三
〇
億
チ
ャ
ッ
ト
へ
の
増
刷
の
要
求
は
叶
え
ら
れ
た
よ
う

で
あ
る
。
一
九
四
五
年
二
月
＝
ハ
日
の
石
田
副
顧
問
の
報
告
に
は
、
日
本
本
国
で
三
〇
億
チ
ャ
ッ
ト
の
印
刷
が
完
了
し
て
い
る
と
い
う
記
事
が

　
⑯

あ
る
。
印
刷
完
了
が
一
九
四
五
年
二
月
以
前
だ
っ
た
の
な
ら
、
増
刷
す
る
こ
と
の
決
定
は
、
一
九
四
四
年
秋
以
前
に
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
三
〇
億
と
い
う
数
字
は
、
一
九
四
四
年
末
ま
で
の
南
発
券
の
発
行
総
額
に
匹
敵
す
る
も
の
だ
っ
た
。
バ
・
モ
オ
側
は
、
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粘
り
強
く
交
渉
す
る
こ
と
で
、
南
発
券
を
一
挙
に
置
き
換
え
る
よ
う
手
筈
を
整
え
さ
せ
た
こ
と
に
な
る
。
な
お
、
先
の
石
田
の
報
告
に
よ
る
と
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

こ
の
三
〇
億
チ
ャ
ッ
ト
で
内
地
で
の
印
刷
は
～
心
打
ち
切
り
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
南
発
券
の
発
行
も
打
ち
切
る
こ
と
が
決
め
ら
れ

た
の
だ
か
ら
、
こ
れ
以
上
に
国
立
銀
行
券
が
必
要
で
あ
る
な
ら
、
ビ
ル
マ
で
印
刷
す
る
と
い
う
含
み
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　
ま
た
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
バ
・
モ
オ
政
府
は
、
こ
の
他
に
五
億
チ
ャ
ッ
ト
の
国
債
を
発
行
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
こ
れ
は
、
不
可
能
だ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

と
反
対
す
る
下
岡
顧
問
の
頭
越
し
に
な
さ
れ
た
こ
と
だ
っ
た
。
し
か
も
、
下
岡
た
ち
が
、
利
子
率
を
三
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
に
し
な
け
れ
ば
買
い

手
が
な
い
と
主
張
し
た
の
を
、
バ
・
モ
囲
池
が
三
パ
ー
セ
ン
ト
に
引
き
下
げ
た
も
の
で
も
あ
っ
た
。
用
紙
の
調
達
は
日
本
側
が
行
い
、
四
苦
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

苦
の
末
に
、
～
九
四
四
年
九
月
＝
日
に
印
刷
局
へ
の
搬
入
を
終
え
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
後
、
新
聞
『
バ
マ
・
キ
ッ
』
の
一
九
四
四
年
一
二

　
　
　
　
　
　
⑳

月
二
六
日
（
？
）
に
、
国
債
売
り
出
し
の
記
事
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
実
際
に
発
行
さ
れ
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
も
、
南
発
券
か
ら
の
脱

却
を
進
め
よ
う
と
し
た
努
力
の
一
環
と
位
置
づ
け
ら
れ
よ
う
。
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第
三
節
　
信
用
の
供
与
を
め
ぐ
っ
て

　
第
　
・
二
節
で
見
た
よ
う
に
、
結
局
日
本
側
は
、
ビ
ル
マ
国
立
銀
行
の
～
元
的
な
発
券
を
認
め
た
。
本
節
で
は
さ
ら
に
、
同
銀
行
券
の
信
用

（
ク
レ
ジ
ッ
ト
）
問
題
を
見
て
い
く
。
一
九
四
三
年
八
月
＝
日
の
「
「
ビ
ル
マ
」
二
言
ケ
ル
国
立
銀
行
設
立
指
導
要
領
」
で
は
、
新
銀
行
券
に

つ
い
て
、
金
銀
・
地
金
・
公
債
な
ど
で
保
証
を
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
。
不
換
紙
幣
で
は
あ
る
が
、
あ
る
程
度
の
裏
付
け
金
を
確
保
し
て
お

こ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
南
発
の
石
田
ビ
ル
マ
支
金
庫
長
も
、
一
九
四
三
年
一
〇
月
一
〇
日
の
メ
モ
に
、
日
本
銀
行
か
ら
の
一
億
円
の
ク
レ
ジ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

ッ
ト
が
必
要
だ
と
記
し
て
い
た
。
石
田
は
、
こ
の
一
億
円
と
い
う
金
額
に
つ
い
て
、
実
際
に
使
用
さ
れ
る
可
能
性
が
少
な
い
の
で
多
め
に
設
定

し
た
と
書
い
て
い
る
。

　
他
の
日
本
側
の
関
係
者
た
ち
も
積
極
的
に
後
押
し
し
た
よ
う
で
、
一
九
四
四
年
三
月
九
日
着
電
の
即
発
昭
南
駐
在
理
事
室
の
三
宅
某
の
私
案

で
は
、
国
立
銀
行
か
ら
無
主
限
に
チ
ャ
ッ
ト
を
借
り
ら
れ
る
よ
う
に
し
て
、
そ
の
交
換
条
件
と
し
て
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
設
定
を
約
す
べ
き
と
さ
れ
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⑳

て
い
る
。
ま
た
、
片
山
顧
問
補
も
、
一
九
四
四
年
三
月
一
二
日
付
け
の
書
簡
で
、
日
銀
に
対
し
、
発
券
を
機
に
ク
レ
ジ
ッ
ト
を
設
定
す
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
⑳

を
要
求
し
て
い
た
。
重
役
会
と
し
て
の
意
見
も
こ
の
頃
に
定
め
ら
れ
た
よ
う
で
、
三
月
一
五
日
に
日
銀
が
受
け
取
っ
た
電
報
（
ラ
ン
グ
ー
ン
の

熱
発
の
国
安
業
務
課
長
か
ら
の
も
の
）
で
は
、
一
億
円
の
信
用
提
供
の
希
望
が
出
さ
れ
、
近
く
下
岡
か
ら
正
式
申
し
込
み
の
筈
だ
と
伝
え
ら
れ
て

　
⑳い

る
。
ま
た
、
三
月
二
六
日
の
第
三
圃
理
事
会
で
は
、
日
本
政
府
と
交
渉
し
て
、
金
・
円
を
発
券
準
備
と
し
て
幾
ば
く
か
出
す
こ
と
を
求
め
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

こ
と
に
な
っ
た
の
だ
と
い
う
。
発
券
準
備
と
い
う
の
だ
か
ら
、
ビ
ル
マ
側
と
し
て
は
早
期
の
供
与
を
求
め
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
理
事
の
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

人
で
あ
る
バ
・
ハ
ン
が
渡
日
し
た
時
に
、
石
渡
荘
太
郎
蔵
相
に
二
〇
〇
〇
万
円
の
借
款
を
求
め
た
こ
と
か
ら
す
る
と
、
ま
ず
二
〇
〇
〇
万
円
を

供
与
し
て
も
ら
い
、
そ
れ
を
段
階
的
に
一
億
円
ま
で
積
み
上
げ
よ
う
と
す
る
戦
略
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
な
お
こ
の
時
、
バ
・
ハ
ン
は
、
円
よ
り

も
金
を
希
望
す
る
と
い
う
意
志
も
伝
え
た
よ
う
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
要
望
に
対
し
、
六
月
一
二
日
に
陸
海
外
蔵
大
東
亜
の
五
省
申
し
合
わ
せ
「
対
質
通
貨
政
策
二
関
ス
ル
件
」
が
定
め
ら
れ
た
。
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

し
て
、
金
額
は
「
若
干
」
と
さ
れ
て
は
い
る
が
、
新
通
貨
発
行
準
備
な
ど
と
し
て
、
円
資
金
を
供
給
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
新
通
貨
発
行
準
備

の
た
め
だ
と
い
う
の
だ
か
ら
、
早
期
に
供
与
す
る
意
志
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
、
前
記
の
よ
う
に
、
こ
の
申
し
合
わ
せ
が
ビ
ル
マ

の
沢
田
大
使
に
打
電
さ
れ
た
六
月
二
九
日
に
、
さ
ら
に
追
加
の
電
報
が
打
た
れ
（
二
〇
五
号
電
）
、
急
遽
差
し
止
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
新
し
い

指
示
は
、
薪
銀
行
券
が
発
行
さ
れ
た
時
に
ビ
ル
マ
側
が
希
望
す
れ
ば
円
を
供
給
す
る
、
そ
し
て
ビ
ル
マ
側
が
希
望
す
る
ク
レ
ジ
ッ
ト
は
こ
れ
で

充
足
す
る
と
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
金
に
つ
い
て
は
、
共
栄
圏
内
の
通
貨
の
基
礎
は
日
本
円
な
の
で
、
正
式
に
要
求
さ
れ
な
い
よ
う
に
尽
力
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

る
。
フ
ィ
リ
ピ
ン
政
府
（
ラ
ウ
レ
ル
政
府
）
が
、
続
い
て
要
求
し
て
き
た
り
し
な
い
よ
う
に
努
め
る
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。

　
語
句
の
上
で
は
微
妙
な
違
い
だ
が
、
新
通
貨
発
行
準
備
の
た
め
（
つ
ま
り
発
行
前
）
と
い
う
の
が
、
発
行
さ
れ
た
後
に
希
望
す
れ
ば
と
い
う

話
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
金
の
供
給
は
完
全
に
否
定
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
前
年
八
月
＝
日
の
「
「
ビ
ル
マ
」
二
於
ケ
ル
国
立
銀
行
設

立
指
導
要
領
」
の
趣
旨
さ
え
変
え
る
も
の
だ
っ
た
。
こ
の
変
更
に
対
し
、
渡
煩
し
て
い
た
日
本
人
顧
問
た
ち
も
困
惑
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
石

田
副
顧
問
は
七
月
一
〇
日
の
「
内
容
要
点
」
で
、
下
岡
の
立
場
も
あ
り
、
金
・
ク
レ
ジ
ッ
ト
の
件
に
つ
い
て
も
実
現
す
る
よ
う
助
力
を
請
う
と
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⑳

記
し
た
。
同
日
の
片
山
の
意
見
書
で
も
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
の
許
容
は
多
少
で
あ
っ
て
も
プ
ラ
ス
で
あ
り
、
金
に
つ
い
て
も
名
目
上
で
良
い
の
に
中

央
が
拒
ん
だ
の
は
合
点
が
い
か
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
片
山
は
、
下
岡
の
立
場
も
あ
る
の
で
金
・
ク
レ
ジ
ッ
ト
の
実
現
を
望
む
と
、
反
復
し
て

　
　
　
　
　
　
⑳

書
き
綴
っ
て
い
た
。

　
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
、
バ
・
モ
オ
政
府
は
発
券
の
＝
兀
化
（
南
発
券
の
発
行
停
止
）
を
主
張
す
る
と
共
に
、
新
銀
行
券
の
供
与
額
に
合
わ
せ

て
円
を
受
け
取
る
要
求
を
出
し
た
。
先
に
あ
げ
た
、
＝
月
一
五
日
に
大
東
亜
省
で
つ
く
ら
れ
た
と
推
測
で
き
る
史
料
に
よ
る
と
、
バ
・
モ
オ

側
は
、
将
来
ビ
ル
マ
国
立
銀
行
が
臼
本
側
に
資
金
供
給
を
す
る
際
に
、
比
例
的
に
円
を
受
け
取
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

こ
の
史
料
で
は
、
バ
・
モ
オ
の
上
京
の
際
に
、
相
互
の
主
張
の
ズ
レ
を
調
整
す
る
こ
と
も
提
言
さ
れ
て
い
る
。
バ
・
モ
オ
と
の
会
談
後
の
～
二

月
六
日
に
ま
と
め
ら
れ
た
先
の
史
料
に
よ
る
と
、
ビ
ル
マ
が
当
面
必
要
な
円
資
金
の
借
款
を
認
め
る
こ
と
、
そ
の
利
率
を
三
分
五
厘
と
す
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

と
が
、
お
お
よ
そ
の
了
解
事
項
に
な
っ
た
の
だ
と
い
う
。

　
以
上
の
円
借
款
に
つ
い
て
、
「
名
目
上
」
と
い
う
文
部
が
散
見
さ
れ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
日
本
側
は
こ
れ
を
東
京
に
積
み
上
げ
る
腹
積
も

り
だ
っ
た
こ
と
が
推
測
で
き
る
。
～
九
四
四
年
八
月
に
は
、
注
兆
銘
政
権
の
儲
備
銀
行
に
も
、
四
億
円
を
供
給
す
る
約
束
を
し
た
が
、
財
務
部

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

長
話
銀
行
総
裁
だ
っ
た
周
黒
海
は
、
こ
れ
を
＝
種
の
宣
伝
作
用
に
過
ぎ
な
い
」
と
評
し
て
い
た
。
日
本
政
府
が
円
借
款
を
許
容
範
囲
の
こ
と

と
し
て
認
め
て
い
っ
た
背
景
に
は
、
こ
の
よ
う
な
裏
事
情
も
存
在
し
た
の
だ
ろ
う
。
と
は
い
え
、
周
仏
海
は
、
同
年
～
二
月
か
ら
翌
一
九
四
五

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

年
～
月
に
か
け
て
、
少
な
く
と
も
二
〇
ト
ン
の
金
塊
を
中
国
に
運
び
込
む
よ
う
、
再
三
に
わ
た
り
要
請
し
て
い
る
。
ア
ジ
ア
側
と
日
本
側
の
綱

引
き
は
、
円
借
款
の
契
約
と
い
う
既
成
事
実
の
上
に
立
っ
て
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

①
「
緬
旬
国
立
銀
行
設
立
二
伴
フ
当
面
ノ
諸
案
件
二
対
ス
ル
私
見
」
（
ビ
ル
マ
中

　
央
銀
行
関
係
、
二
区
画
～
二
一
九
買
）
の
二
〇
八
頁
に
よ
る
。

②
「
（
仮
タ
イ
ト
ル
）
昭
南
駐
在
理
事
室
三
宅
電
報
」
（
ビ
ル
マ
中
央
銀
行
関
係
、

　
二
〇
一
～
二
〇
二
頁
）
の
二
〇
二
頁
。

③
「
第
三
回
理
事
会
」
（
ビ
ル
マ
中
央
銀
行
関
係
、
ニ
ニ
四
～
二
二
五
頁
）
の
二

　
二
四
頁
。

④
「
（
仮
タ
イ
ト
ル
）
下
岡
顧
問
か
ら
日
銀
外
事
局
長
へ
の
轡
簡
」
（
ビ
ル
マ
中
央

　
銀
行
関
係
、
八
九
～
九
〇
頁
）
に
よ
る
。

⑤
「
昭
一
九
、
五
、
皿
七
発
青
木
大
臣
宛
沢
田
大
使
発
電
黒
駒
（
ビ
ル
マ
中
央
銀

　
行
関
係
、
二
六
〇
～
一
一
六
四
頁
）
の
二
六
三
頁
。
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⑥
「
昭
和
一
九
、
六
、
二
九
受
、
青
木
大
臣
発
沢
田
大
使
宛
電
」
（
ビ
ル
マ
中
央

　
銀
行
関
係
、
三
九
六
～
三
九
七
頁
）
と
「
昭
和
一
九
、
六
、
二
九
受
、
青
木
大
臣

　
発
沢
田
大
使
宛
電
」
（
ビ
ル
マ
中
央
銀
行
関
係
、
三
九
八
～
四
〇
〇
買
）
に
よ
る
。

　
前
者
が
二
〇
四
号
電
、
後
者
が
二
〇
五
号
電
。

⑦
「
通
貨
委
員
会
報
告
草
案
要
旨
」
（
ビ
ル
マ
中
央
銀
行
関
係
、
三
二
四
～
三
三

　
一
頁
）
の
三
二
七
～
三
二
八
頁
に
よ
る
。
こ
の
史
料
は
、
バ
・
モ
オ
政
府
の
閣
議

　
に
提
出
さ
れ
た
も
の
を
、
一
九
四
四
年
八
月
に
日
本
語
訳
し
た
も
の
。

⑧
門
内
容
要
点
一
（
ビ
ル
マ
中
央
銀
行
関
係
、
二
七
九
頁
）
と
「
（
仮
タ
イ
ト
ル
）

　
片
山
顧
問
補
か
ら
日
銀
人
事
部
次
長
・
外
事
局
東
亜
第
二
課
長
へ
の
書
簡
」
（
ビ

　
ル
マ
中
央
銀
行
関
係
、
二
八
一
一
二
八
三
頁
）
の
二
八
三
頁
に
よ
る
。

⑨
筥
ビ
ル
マ
」
特
別
調
査
団
中
間
報
告
書
」
（
ビ
ル
マ
申
央
銀
行
関
係
、
四
一
五

　
～
四
五
一
頁
）
の
四
三
九
頁
。
こ
の
調
査
団
は
、
バ
・
モ
オ
の
兄
で
ビ
ル
マ
国
立

　
銀
行
の
理
事
で
も
あ
っ
た
バ
・
ハ
ン
を
団
長
と
す
る
も
の
で
、
一
九
四
四
年
八
月

　
一
二
日
に
報
告
書
を
ま
と
め
た
。
そ
し
て
こ
の
報
告
普
は
、
同
年
九
月
に
バ
・
モ

　
オ
政
府
に
提
出
さ
れ
た
。

⑩
「
（
仮
タ
イ
ト
ル
）
日
銀
外
事
局
長
へ
の
＝
月
一
五
日
付
け
報
告
」
（
ビ
ル
マ

　
中
央
銀
行
関
係
、
三
九
三
～
三
九
五
頁
）
に
よ
る
。
こ
の
報
告
は
、
次
の
一
二
月

　
六
日
付
け
報
告
と
体
裁
が
同
じ
こ
と
か
ら
、
大
東
亜
省
で
作
成
さ
れ
た
可
能
性
が

　
高
い
。
「
極
秘
」
の
ハ
ン
が
捺
さ
れ
て
お
り
、
「
重
役
」
の
署
名
、
九
人
の
ハ
ン
が

　
あ
る
こ
と
か
ら
、
重
要
な
書
類
と
し
て
回
覧
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

⑪
　
　
「
（
仮
タ
イ
ト
ル
）
日
銀
外
事
局
長
へ
の
｝
二
月
六
日
付
け
報
告
」
（
ビ
ル
マ
中

　
央
銀
行
関
係
、
四
〇
五
～
四
〇
六
頁
）
。
日
付
け
の
下
に
門
大
東
亜
省
ニ
テ
扁
と
・

　
記
さ
れ
、
「
極
秘
」
の
ハ
ン
が
捺
さ
れ
て
い
る
。

⑫
「
（
仮
タ
イ
ト
ル
）
石
田
副
顧
問
か
ら
の
報
告
し
（
ビ
ル
マ
中
央
銀
行
関
係
、
四

　
五
二
頁
）
。

⑬
「
下
旬
国
立
銀
行
設
立
準
備
委
員
会
審
議
記
録
」
（
ビ
ル
マ
申
央
銀
行
関
係
、

　
～
〇
一
二
～
一
一
七
頁
）
の
一
〇
三
、
　
一
　
四
～
一
一
五
頁
に
よ
る
。

⑭
　
　
門
昭
｝
九
、
五
、
　
　
七
発
青
木
大
毘
宛
沢
田
大
使
発
電
写
」
（
ビ
ル
マ
中
央
銀

　
行
関
係
、
二
六
〇
～
二
六
四
頁
）
の
二
六
〇
頁
。

⑮
門
昭
和
～
九
、
六
、
二
九
受
、
青
木
大
臣
発
沢
田
大
使
宛
電
扁
（
ビ
ル
マ
申
央

　
銀
行
関
係
、
三
九
六
一
三
九
七
頁
）
と
「
昭
和
一
九
、
六
、
二
九
受
、
青
木
大
臣

　
発
沢
田
大
使
囲
碁
」
（
ビ
ル
マ
中
央
銀
行
関
係
、
一
二
九
八
一
四
〇
〇
頁
）
に
よ
る
。

⑯
「
（
仮
タ
イ
ト
ル
）
石
田
副
顧
問
か
ら
の
報
告
」
（
ビ
ル
マ
中
央
銀
行
関
係
、
四

　
五
二
頁
）
。

⑰
「
円
系
通
貨
発
行
実
質
高
調
し
は
、
一
九
四
四
年
末
ま
で
の
発
行
高
を
二
八
億

　
三
｝
八
七
万
ル
ピ
ー
と
し
て
い
る
（
『
占
領
地
通
貨
工
作
隔
、
九
七
六
買
）
。

⑱
只
仮
タ
イ
ト
ル
）
石
田
諭
顧
問
か
ら
の
報
告
」
（
ビ
ル
マ
中
央
銀
行
開
係
、
四

　
五
二
頁
）
。

⑲
【
九
四
四
年
八
月
四
日
付
け
下
岡
顧
問
か
ら
日
銀
人
事
部
長
へ
の
報
告
書
に
よ

　
る
（
ビ
ル
マ
申
央
銀
行
関
係
、
九
九
～
一
〇
〇
頁
）
。

⑳
「
第
二
十
四
回
理
事
委
員
会
し
（
ビ
ル
マ
中
央
銀
行
関
係
、
茎
二
九
～
三
四
～

　
頁
）
に
よ
る
。

⑳
同
紙
は
バ
・
モ
オ
政
府
が
発
行
し
て
い
た
ビ
ル
マ
語
の
新
聞
。
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ

　
ル
ム
が
不
鮮
明
な
の
で
、
二
六
日
と
い
う
日
付
け
は
推
定
で
あ
る
。

⑫
　
　
「
緬
旬
国
立
銀
行
設
立
二
伴
フ
当
面
ノ
諸
案
件
二
対
ス
ル
私
見
」
（
ビ
ル
マ
中

　
央
銀
行
関
係
、
二
〇
四
～
二
一
九
頁
）
の
二
一
〇
頁
に
よ
る
。

⑬
　
　
「
（
仮
タ
イ
ト
ル
）
昭
南
駐
在
理
事
室
三
宅
電
報
」
（
ビ
ル
マ
下
穿
銀
行
関
係
、

　
二
〇
｝
～
二
〇
二
頁
）
の
二
〇
二
頁
。

⑳
　
　
「
（
仮
タ
イ
ト
ル
）
片
山
顧
問
補
か
ら
外
事
局
第
二
課
長
へ
の
書
簡
」
（
ビ
ル
マ

　
申
央
銀
行
関
係
、
｝
八
二
～
一
九
一
頁
）
の
一
八
五
頁
に
よ
る
。

㊧
　
　
「
（
仮
タ
イ
ト
ル
）
国
安
業
務
課
長
か
ら
石
田
支
金
庫
長
へ
の
電
報
」
（
ビ
ル
マ

　
中
央
銀
行
関
係
、
二
〇
〇
頁
）
。
報
告
の
た
め
東
京
に
帰
っ
て
い
た
石
田
に
対
す

　
る
電
報
で
、
ビ
ル
マ
側
が
一
億
円
の
信
用
供
与
を
望
ん
で
い
る
こ
と
を
伝
え
た
も

　
の
。
一
九
四
四
年
三
月
一
五
日
着
電
。
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⑳
　
「
第
三
回
理
事
会
」
（
ビ
ル
マ
中
央
銀
行
関
係
、
二
二
四
～
ニ
ニ
五
頁
）
に
よ

　
る
。

⑳
　
　
「
「
ビ
ル
マ
」
特
別
調
査
団
中
間
報
告
書
」
（
ビ
ル
マ
中
央
銀
行
関
係
、
四
一
五

　
～
四
五
～
頁
）
の
四
四
～
頁
。

⑳
　
　
「
昭
和
一
九
、
六
、
二
九
受
、
青
木
大
臣
発
沢
田
大
使
宛
電
」
（
ビ
ル
マ
中
央

　
銀
行
関
係
、
一
二
九
六
⊥
二
九
七
頁
）
に
よ
る
。

⑳
昭
和
一
九
、
六
、
二
九
受
、
青
木
大
臣
発
沢
田
大
使
宛
電
」
（
ビ
ル
マ
中
央
銀

　
行
関
係
、
三
九
八
～
四
〇
〇
頁
）
に
よ
る
。

⑳
　
　
「
内
容
要
点
」
（
ビ
ル
マ
中
央
銀
行
関
係
、
二
七
九
頁
）
に
よ
る
。

⑳
　
　
「
（
仮
タ
イ
ト
ル
）
片
山
顧
問
補
か
ら
日
銀
人
事
部
次
長
・
外
事
局
東
亜
第
二

　
課
長
へ
の
書
簡
」
（
ビ
ル
マ
中
央
銀
行
関
係
、
二
八
一
～
二
八
三
頁
）
の
二
八
二

　
i
二
八
三
頁
に
よ
る
。

⑭
　
策
仮
タ
イ
ト
ル
）
日
銀
外
事
局
長
へ
の
コ
月
｝
五
日
付
け
報
告
」
（
ビ
ル
マ

　
中
央
銀
行
関
係
、
～
二
九
三
⊥
二
九
五
頁
）
に
よ
る
。

⑳
　
　
又
仮
タ
イ
ト
ル
）
日
銀
外
事
局
長
へ
の
｝
二
月
六
日
付
け
報
告
」
（
ビ
ル
マ
中

　
央
銀
行
関
係
、
四
〇
五
～
四
〇
六
頁
）
に
よ
る
。

⑭
　
薬
徳
金
編
・
村
田
忠
禧
ほ
か
訳
『
周
東
海
日
記
邑
、
み
す
ず
書
房
、
一
九
九
二

　
年
。
そ
の
一
九
四
四
年
八
月
二
四
、
二
五
日
の
記
事
（
六
九
七
～
六
九
八
頁
）
。

⑳
　
　
岡
田
刺
仏
海
口
口
記
臨
、
　
【
九
四
四
年
一
二
月
一
五
日
、
　
一
山
ハ
n
口
、
　
一
九
四
五
年
一

　
月
一
六
日
、
～
八
日
の
記
事
（
七
三
四
、
七
四
七
～
七
四
八
頁
）
。
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ま
と
め
と
展
望

　
以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
ビ
ル
マ
で
は
日
本
軍
に
よ
る
狭
義
の
軍
政
の
時
期
（
一
九
四
二
年
～
一
九
四
三
年
七
月
）
に
、
既
に
多
量
の
南
発
券

が
発
行
さ
れ
、
貨
幣
の
流
通
量
は
一
・
五
～
二
倍
に
な
っ
て
い
た
。
一
九
四
三
年
八
月
の
「
独
立
」
以
後
、
発
行
の
ペ
ー
ス
は
一
層
加
速
し
た
。

そ
の
南
発
券
の
大
部
分
は
、
軍
費
・
進
出
企
業
の
運
営
費
と
し
て
使
わ
れ
た
。
一
方
で
、
日
本
は
、
占
領
し
た
各
地
域
に
、
将
来
的
に
中
央
銀

行
を
つ
く
っ
て
い
く
こ
と
を
構
想
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
一
九
四
三
年
に
、
ビ
ル
マ
の
「
独
立
」
に
合
わ
せ
て
、
国
立
銀
行
を
つ
く
る
こ
と
を

決
定
し
た
。
同
銀
行
は
～
年
以
内
に
独
占
的
に
発
券
を
始
め
る
筈
で
あ
り
、
金
な
ど
で
保
証
を
行
う
こ
と
も
、
本
気
で
考
慮
さ
れ
て
い
た
。
南

発
券
の
発
行
は
加
速
度
的
に
進
ん
で
い
た
が
、
一
九
四
四
年
春
頃
ま
で
は
、
同
券
の
発
行
を
取
り
や
め
る
こ
と
を
前
提
に
準
備
が
進
め
ら
れ
た
。

　
し
か
し
、
同
年
六
月
に
、
日
本
政
府
は
方
針
を
変
え
た
。
当
分
は
南
発
券
を
併
用
し
、
南
発
が
日
本
側
の
所
要
資
金
を
賄
う
と
い
う
の
で
あ

る
。
バ
・
モ
オ
政
府
は
、
こ
れ
に
対
し
、
通
貨
自
主
権
と
い
う
論
理
を
使
い
つ
つ
反
撃
し
た
。
そ
し
て
、
年
末
ま
で
に
、
発
券
を
ビ
ル
マ
国
立

銀
行
に
一
元
化
し
、
日
本
の
軍
費
・
経
済
資
金
に
つ
い
て
は
同
銀
行
が
利
子
付
き
で
供
給
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
一
九
四
五
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年
二
月
に
は
、
日
本
側
が
必
要
量
を
毎
月
提
示
す
る
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
話
が
進
ん
だ
。
ま
た
、
円
借
款
や
、
既
に
発
行
さ
れ
た
南
発
券
を
一

挙
に
入
れ
替
え
る
こ
と
も
合
意
さ
れ
た
。
と
は
い
え
、
同
年
一
月
は
じ
め
に
、
ア
メ
リ
カ
軍
は
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
ル
ソ
ン
島
に
上
陸
し
て
お
り
、

日
本
と
ビ
ル
マ
を
船
で
往
復
す
る
こ
と
は
で
き
な
く
な
っ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
印
刷
済
み
の
国
立
銀
行
券
を
運
ぶ
の
は
無
理
だ
っ
た
。
そ
の

上
、
三
月
に
は
、
パ
サ
パ
ラ
と
ビ
ル
マ
国
軍
の
対
日
蜂
起
が
始
ま
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
中
、
合
意
事
項
を
実
施
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
ま
ま
に

な
っ
て
し
ま
っ
た
。

　
こ
れ
ら
の
過
程
か
ら
、
ま
ず
、
日
本
側
の
対
応
が
定
ま
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
読
み
取
れ
る
。
南
方
建
設
審
議
会
の
答
申
で
は
、
発
券
は

国
立
銀
行
が
独
占
的
に
行
う
こ
と
と
し
、
そ
の
業
務
は
日
本
側
（
日
銀
）
が
強
力
に
把
握
す
る
予
定
だ
っ
た
。
以
後
も
基
本
的
に
そ
の
路
線
が

維
持
さ
れ
た
が
、
南
発
券
の
需
要
が
増
え
る
中
、
一
九
四
四
年
六
月
に
は
南
発
券
の
発
行
を
続
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
が
、
バ
・
モ
オ
政

府
の
抵
抗
に
あ
う
と
、
日
本
一
は
当
初
の
計
画
以
上
に
譲
歩
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
れ
ら
の
譲
歩
は
、
日
本
軍
の
行
動
の
自
由
を
妨
げ

得
る
面
を
含
ん
で
い
た
。
即
ち
、
一
九
四
三
年
八
月
の
「
「
ビ
ル
マ
」
二
於
ケ
ル
国
立
銀
行
設
立
指
導
要
領
」
で
は
、
軍
費
も
一
年
以
内
を
メ

ド
に
、
国
立
銀
行
か
ら
供
給
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
そ
し
て
実
際
、
一
九
四
四
年
四
～
五
月
頃
ま
で
は
そ
の
予
定
で
話
が
進
め
ら
れ
て

い
た
。
そ
れ
が
一
旦
取
り
消
さ
れ
、
復
活
し
た
後
は
、
供
給
す
る
国
立
銀
行
券
に
利
子
を
付
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
は
、
日
本
側
の
必

要
量
を
毎
月
提
示
す
る
と
い
う
線
で
話
が
進
め
ら
れ
た
。
し
か
も
、
国
立
銀
行
券
の
印
棚
は
順
調
に
行
わ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
必
要
量
を
充

分
供
給
で
き
な
い
可
能
性
が
あ
っ
た
。
日
本
側
の
行
動
は
、
こ
の
点
で
も
制
約
を
受
け
か
ね
な
い
も
の
に
な
っ
た
。

　
一
方
、
ビ
ル
マ
側
へ
の
円
の
供
与
に
つ
い
て
は
、
東
京
に
積
み
上
げ
る
も
の
だ
っ
た
可
能
性
が
高
く
、
日
本
国
と
し
て
は
、
多
量
に
使
わ
れ

な
い
よ
う
圧
力
を
か
け
て
い
く
腹
積
も
り
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
こ
れ
を
「
自
主
」
へ
の
配
慮
と
し
て
過
大
評
価
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
先
の
周
仏
工
に
よ
る
金
塊
輸
送
の
要
求
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
ア
ジ
ア
側
も
受
動
的
な
姿
勢
に
終
始
し
て

い
た
わ
け
で
は
な
い
。
財
務
の
話
で
は
な
い
が
、
バ
・
モ
オ
政
府
に
し
て
も
、
次
の
「
三
原
則
」
の
法
制
化
を
日
本
側
に
突
き
つ
け
る
な
ど
、

さ
ら
な
る
攻
勢
に
出
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
情
報
相
だ
っ
た
タ
キ
ン
・
ヌ
に
よ
る
と
、
こ
の
「
三
原
則
」
は
、
ビ
ル
マ
人
だ
け
が
ビ
ル
マ
の
不
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①

動
産
を
所
有
で
き
る
、
会
社
の
設
立
は
、
ビ
ル
マ
入
が
資
本
の
六
〇
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
を
持
つ
も
の
に
限
る
な
ど
の
内
容
だ
っ
た
と
い
う
。
従

来
か
ら
指
摘
さ
れ
て
き
た
こ
と
だ
が
、
バ
・
モ
オ
の
自
立
に
向
け
た
志
向
は
一
貫
し
た
も
の
だ
っ
た
。
日
本
側
（
特
に
現
地
軍
）
は
、
そ
れ
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

苦
々
し
く
思
い
な
が
ら
も
沈
黙
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
日
本
側
の
恣
意
が
い
つ
ま
で
も
通
る
保
証
は
、
な
く
な
っ
て
き
て
い
た
と
い

う
べ
き
で
あ
る
。

　
以
上
の
話
を
、
近
年
の
重
光
葵
分
析
に
引
き
付
け
て
い
う
な
ら
ば
、
重
光
に
よ
る
大
東
亜
大
臣
の
兼
任
（
｝
九
四
四
年
七
月
）
が
、
こ
の
よ
う

な
流
れ
の
形
成
に
樟
を
さ
し
た
と
い
え
そ
う
で
あ
る
。
既
に
波
多
野
氏
は
、
重
光
が
皿
九
四
四
年
九
月
～
○
日
の
衆
議
院
予
算
総
会
で
、
五
原

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

則
（
大
東
亜
宣
言
の
理
念
に
加
え
、
内
政
不
干
渉
、
民
族
主
義
の
尊
重
）
を
述
べ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
れ
を
受
け
て
、
同
月
二
五
日
付
け
で

フ
ィ
リ
ピ
ン
大
使
に
対
し
、
重
光
の
名
で
次
の
よ
う
な
電
報
が
打
た
れ
た
。
「
二
　
比
律
賓
国
の
主
権
及
独
立
を
尊
重
し
其
独
立
国
た
る
の
体

面
を
出
来
得
る
限
り
保
持
せ
し
む
る
と
共
に
帝
国
の
真
意
を
実
践
に
よ
り
比
律
賓
官
罠
に
徹
底
せ
し
む
る
に
努
め
之
が
た
め
　
（
イ
）
各
種
施

策
の
実
施
に
当
り
て
は
比
側
の
創
意
を
尊
重
と
共
に
能
ふ
限
り
塾
側
を
表
面
に
立
て
極
力
比
島
政
府
を
し
て
民
心
を
把
握
せ
し
む
　
（
ロ
）
野

比
帝
国
軍
官
民
に
対
し
特
に
右
趣
旨
の
徹
底
を
図
り
日
比
協
力
を
阻
害
す
る
が
如
き
末
梢
的
摩
擦
を
根
絶
す
る
に
憾
む
　
三
　
既
定
方
針
に
拠

り
比
側
に
移
管
す
べ
き
業
務
に
付
て
は
参
戦
に
伴
ひ
之
が
移
管
を
促
進
す
殊
に
邦
字
及
華
字
以
外
の
新
聞
を
な
る
べ
く
速
に
比
津
に
移
管
す

戦
争
遂
行
上
我
方
に
留
保
せ
る
事
業
に
重
て
は
戦
争
終
了
後
若
く
は
其
れ
以
前
と
錐
も
情
勢
之
を
許
す
に
至
ら
ば
比
側
に
返
還
す
べ
き
も
の
な

　
　
　
　
　
④

る
旨
を
閑
明
す
」
。

　
同
趣
旨
の
も
の
が
ビ
ル
マ
に
出
さ
れ
た
か
ど
う
か
は
不
明
だ
が
、
少
な
く
と
も
重
光
の
ア
ジ
ア
外
交
に
、
現
地
政
権
へ
の
事
業
移
管
の
積
極

化
と
い
う
要
素
が
入
っ
て
き
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ビ
ル
マ
国
立
銀
行
の
「
自
立
」
に
向
け
た
動
き
も
、
こ
の
よ
う
な
重
光
の
方
針
の
一
環

と
し
て
理
解
す
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
際
、
重
光
の
動
き
を
受
け
入
れ
る
状
況
が
、
関
係
者
の
間
に
生
ま
れ
て
い
た
こ
と
に
も
注

目
す
る
必
要
が
あ
る
。
片
山
顧
問
補
な
ど
も
、
南
発
券
の
発
行
を
継
続
す
る
話
に
な
っ
た
時
に
、
「
今
に
な
り
「
メ
ン
ツ
」
丸
潰
れ
と
す
る
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

は
策
を
得
ざ
る
も
の
と
思
考
せ
ら
れ
候
」
と
述
べ
て
い
た
。
陸
軍
省
や
現
地
軍
（
ビ
ル
マ
方
面
軍
）
に
し
て
も
、
管
見
の
限
り
こ
の
動
き
に
強
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く
反
発
し
た
形
跡
は
な
く
、
基
本
的
に
受
け
入
れ
た
と
雷
え
そ
う
で
あ
る
。

　
以
上
の
話
を
、
東
南
ア
ジ
ア
地
域
研
究
の
文
脈
に
位
置
づ
け
る
な
ら
、
バ
・
モ
オ
政
府
が
、
従
来
考
え
ら
れ
て
い
た
以
上
に
強
い
姿
勢
で
、

主
権
国
家
に
近
づ
く
こ
と
を
求
め
て
い
た
こ
と
を
指
摘
で
き
る
。
先
に
述
べ
た
「
三
原
則
」
（
不
動
産
や
会
社
か
ら
日
本
の
影
響
を
排
除
し
よ
う
と

い
う
政
策
）
の
件
も
、
従
来
は
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
が
、
改
め
て
視
野
に
入
れ
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
ら
は
、
日
本
側
と
の
衝
突

を
避
け
つ
つ
慎
重
に
行
わ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
正
面
衝
突
を
辞
さ
な
い
も
の
だ
っ
た
。
バ
・
モ
オ
政
府
に
対
す
る
皇
儲
政
権
と
い
う
評
価
は
、

的
外
れ
な
も
の
だ
っ
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
南
島
政
権
と
い
う
評
価
が
変
わ
っ
た
時
に
、
ビ
ル
マ
に
つ
い
て
さ
ら
に
何
が
言
え
る
の

、
　
　
、

力
　
他
の
東
南
ア
ジ
ア
諸
地
域
に
つ
い
て
は
ど
う
な
の
か
と
い
う
こ
と
は
、

　
①
ウ
ー
・
ヌ
ー
「
日
本
占
領
下
の
ビ
ル
マ
」
、
『
中
央
公
論
協
｝
九
五
五
年
六
月
号
、

　
　
九
六
～
九
七
頁
。
ウ
ー
・
ヌ
（
タ
キ
ン
・
ヌ
）
は
、
こ
れ
ら
を
日
本
側
に
要
求
し

　
　
た
バ
・
モ
オ
の
姿
勢
を
「
勇
敢
な
態
度
」
だ
っ
た
と
賞
賛
し
て
い
る
。
要
求
の
時

　
　
期
は
～
九
四
五
年
三
月
頃
だ
っ
た
よ
う
で
、
日
本
測
は
返
事
を
先
延
ば
し
に
し
た

　
　
の
だ
と
い
う
。

　
②
『
日
本
占
領
と
ビ
ル
マ
の
民
族
運
動
』
の
第
二
部
第
三
節
な
ど
を
参
照
。

今
後
、
史
料
を
読
み
込
み
つ
つ
考
え
て
い
き
た
い
。

③
凹
太
平
洋
戦
争
と
ア
ジ
ア
外
交
幅
、
二
〇
一
頁
。

④
村
田
省
蔵
著
、
福
島
慎
太
郎
編
『
比
島
日
記
』
、
原
書
房
、
一
九
六
九
年
。
そ

　
の
一
九
四
四
年
九
月
二
七
日
の
記
事
（
～
六
八
頁
）
。

⑤
「
（
仮
タ
イ
ト
ル
）
片
山
顧
問
補
か
ら
日
銀
人
事
部
次
長
・
外
事
局
東
亜
第
二

　
課
長
へ
の
轡
簡
」
（
ビ
ル
マ
中
央
銀
行
関
係
、
二
八
～
一
二
八
三
頁
）
の
一
一
八
一
瓢

　
頁
に
よ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
京
都
教
育
大
学
教
育
学
部
准
教
授
）
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The　Burma　National　Banl〈　under　the　Japanese　Occupation

by

TAKESHIMA　Yoshinari

　　The　aim　of　this　paper　is　to　consider　the　confiict　between　Japan　and　Burma　over

the　Burma　National　Bank，　which　was　the　central　bank　of　the　Ba　Maw　administra－

tion．　The　Burma　National　Bank　was　founded　as　the　central　banl〈　of　the　Ba　Maw

govemment　in　January，　1944．　Japan　intended　to　found　such　central　banks　in　other

occupied　territories，　so　this　study　can　reveal　the　Japanese　vision　for　financial　poli－

cy　in　those　areas　and　thus　may　Mustrate　an　important　fuiancial　policy　in　general

terms．

　　In　section　1，　I　exa曲e　the且uctuation　of　the　Burmese　non－military　budget　and

military　budget　up　to　i944　in　order　to　show　the　proportion　of　each　in　the　tota｝

budget．　1　demonstrate　that　the　non－military　budget　was　relatively　small　and　point

out　that　if　the　main　role　of　the　Burrna　National　Bank　were　under　the　contro｝　of　the

Ba　Maw’s　administration，　Japan　would　have　had　tittle　reason　to　oppose　to　estab－

lisiment　of　£he　bank．　However，　if　the　issuance　of　the　Southern　Developrnent　Bank

Notes　（a　kind　of　war　note）　was　not　sustained，　this　theory　would　have　to　be　mod一

切ed．

　　In　section　2，　I　exa血ne　the　plan　f6r　the　f6undation　of　the　Burma　National　Bank

and　financial　condition　ef　its　operation　after　its　｝aunch．　The　Japanese　policy　had

been　generaliy　consistent　in　trying　to　control　the　Burma　National　Bank　by　posting

Japanese　advisers　prior　to　its　establisiment．　However，　the　bank　had　few　deposits，

and　the　amount　of　tax　deposited　by　the　govemment　was　small．　Eventually，　the

Southern　Development　Bank　Notes　became　crucial　to　the　rnanagement　of　the　Bur－

ma　National　Bank．

　　In　section　3，　1　discuss　the　conflict　between　the　Ba　Maw　administration　tha£

sought　autonomy　and　Japan．　The　Burma　National　Banl〈　planned　to　issue　the　Burma

National　Note　by　the　first　year　after　its　estabBshment．　When　this　note　was　issued，

it　was　supposed　to　become　the　settlement　currency　for　the　military　budget　and

Japanese　companies　in　Burma　instead　of　the　Southern　Development　Bank　Notes，

which　would　be　abolished．　However，　the　enlai’gement　of　rnilitary　expenditure

made　the　plan　impossible．　The　Japanese　side　changed　the　original　plan　in　June，
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1944　and　the　Southern　Development　Bank　Note　continued　to　be　issued．　The　Ba

Maw　administration　opposed　this　on　the　grounds　of　currency　autonomy．　Japan

compromised　with　Burma　and　agreed　to　cease　the　issuanee　of　the　Southern　De－

velopment　Bank　Notes　and　to　fund　the　military　budget　by　borrowing　the　Burma

National　Note　with　interest．　Furthermore，　Japan　agreed　to　notify　in　advance　the

requisite　monthly　supply　and　to　deposit　Japanese　yen　as　security．　Japan　no　longer

had　suthcient　autihority　to　enforce　arbitrary　policies　in　eccupied　areas．　The　“coun－

terattack　of　Asian　coun嘘es　aga血st　Japan”that　has　been血dica£ed　by　other　re－

searchers　can　be　seen　to　have　occurred　in　Burma　as　well．

　　The　Ba　Maw　administration　has　often　been　described　as　ti“ying　to　enhance　the

autonomy　of　Burma．　This　paper　demonstrates　that　it　vehemently　opposed　Japan

and　was　never　a　puppet　govemment　under　Japanese　control．　However，　due　to　the

disruption　of　transportation　in　the　detetiorating　war　situation，　the　new　bols　of　the

National　Note　of　3　bmaon　Kyat　that　were　printed　in　Japan　were　never　detivered　to

Burma．

A　Reexaminatjon　of　the　Phrase　“lma　no　gyob11’i”　in　Ryo　no　shuge

by

HoNJo　Fusako

　　The　a㎞s　of伽s　s加dy　are　first　to　con㎞the　mea血g　of　the　tem1‘‘ima　no

gyowfi”　in　Ryo　no　shuge　and　clarifY　the　changes　in　the　consciousness　of　legal　scho－

lairs　as　seen　in　interpretations　of　the　ritsuayo　codes　from　the　mid－Nara　to　the

early－Heian　period．

　　Ryo　no　shuge　is　a　privately　compfled　collection　of　commentarial　wr：iting　on　the

administradve　code，　7　yo，　and　contains　not　only　the　cornmentary　from　othcial　Ryo

no　gige　but　also　juxtaposes　it　with　various　commentaries　of　scholars　of　the　law．

The　term　“ima　no　gyowfi”　that　is　found　in　the　commentaries　of　the　scholars　was

used　as　a　historical　source　that　indicated　the　current　circumstances　and　standard

practice　withn　the　bureaucratic　othces　of　the　time．　ln　my　view，　the　use　of　the

term　“ima　no　gyou7’i”　was　a　method　for　establishing　an　argument　by　legal　scholars

to　interpret　the　admistrative　code，　and　use　of　the　term　functioned　to　supplement

and　strengthen　their　own　theories．

　　The　commentaries　within　the　Ryo　no　shuge　that　chiefiy　used　the　method　of　re一
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